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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板を収納可能な基体と蓋体とを有する収納ケースを備える遊技機であって、
　前記基体に前記蓋体を該基体及び該蓋体双方を破壊しない限り開封不能な特殊封止状態
で組み付ける第１の組付固着手段と、
　前記第１の組付固着手段による特殊封止状態を解除したときに、前記基体に前記蓋体を
少なくとも該基体または該蓋体を破壊しない限り開封不能な封止状態で組み付ける第２の
組付固着手段と、
　前記第１の組付固着手段による前記基体及び前記蓋体双方の特殊封止状態の周囲を被覆
する保護片と、
　を備え、
　前記第２の組付固着手段は、前記基体に前記蓋体を組み付ける際に用いられる組付用固
着手段と、該組付用固着手段を内部に収納し、前記基体または前記蓋体のうち一方に設け
られる収納部と、前記基体または前記蓋体のうち他方に設けられる被結合部と、を含み、
　前記組付用固着手段は、前記収納部の底面に当接させるための頭部と、該頭部から一方
に延びる結合部と、前記頭部の他方に連結部を介して連結され工具により操作可能な操作
部とを有し、
　前記収納部は、前記結合部の先端側に対向する面に前記結合部が挿通可能な挿通穴と、
該挿通穴の反対側の面に前記操作部よりも小さな操作穴を有する蓋部とを含み、
　前記収納部に収納された前記組付用固着手段が前記蓋部の操作穴を介して操作されるこ
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とにより前記組付用固着手段の前記結合部と前記基体または前記蓋体のうち他方に設けら
れる被結合部とが結合されて構成される封止状態において、前記連結部が破断されること
によって前記頭部から分離した前記操作部が前記収納部の内部に残存する
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の遊技を行うことが可能な遊技機に係り、前記遊技機に設けられた電気
部品を制御する電子部品が搭載された回路基板を収納可能な基体と蓋体とを有する収納ケ
ースを備える遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機には、遊技の制御を行う遊技制御基板等の
多数の制御基板が設けられている。制御基板には、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を含む遊技
制御用のマイクロコンピュータが実装されている。遊技の進行を制御するプログラム（遊
技制御プログラム）は、ＲＯＭに格納されている。搭載されているマイクロコンピュータ
が不正プログラムが書き込まれたマイクロコンピュータに交換されると、不正に景品を払
い出させることが可能になる。
【０００３】
　例えば、大当り遊技状態等の遊技者に遊技価値が付与されているときには、遊技者が景
品を得やすくなっている。そのために、ＣＰＵが実行する遊技制御プログラムを、「大当
り」が発生しやすいように改変する行為がある。改変された不正プログラムによって遊技
制御等が実行されないように、マイクロコンピュータには、一般に、プログラムが正当な
ものであるか否かを判定するセキュリティチェック機能が組み込まれている。そして、マ
イクロコンピュータは、セキュリティチェック機能によってプログラムが正当なものでな
いと判断された場合には、遊技制御プログラム等を実行しないように構成されている。
【０００４】
　しかし、プログラムを内蔵した正規のマイクロコンピュータを取り外して、大当りを生
じさせやすい不正プログラムを内蔵したマイクロコンピュータを搭載してしまうといった
不正行為が考えられる。そのような不正プログラムを内蔵したマイクロコンピュータでは
、セキュリティチェック機能が存在しないか、または、存在しても不正プログラムを正当
なプログラムと判定するように改変されている。従って、セキュリティチェック機能だけ
では、不正プログラムによる遊技を防止することができない虞がある。
【０００５】
　そこで、遊技制御基板は、ボックス本体と蓋体とからなる基板収納ボックスに収納され
ている。この種の基板収納ボックスとしては、基板収納ケースを容易に開くことができな
いように、また、蓋体を開放すると痕跡が残るように、例えばワンウェイネジ（ワンウェ
イビス）によって、遊技制御基板を収納した状態でボックス本体と蓋体とを封止できるよ
うにし、蓋体を開放する場合には、ワンウェイネジによる接合部を切断する必要があるよ
うにしたものがある。すなわち、蓋体を開放すると痕跡（切断痕）が残るようにすること
によって、蓋体の開放を防止し、マイクロコンピュータの交換等の不正行為を抑止するよ
うにしたもの等がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　さらに、ワンウェイネジによる接合部をカバーで覆ったり、ワンウェイネジが挿入され
る筒状部の上面を封印部材（蓋状物）で塞ぐことによって、容易にワンウェイネジに接触
できないようにして、ワンウェイネジの取り外しをより困難にした構造が提案されている
（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－３０９３６０号公報（第１０頁、第１１図）
【特許文献２】特開平１０－２９０８７０号公報（段落００２９，００３０、第２，５図



(3) JP 5361215 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記特許文献１に記載の基板収納ボックスにあっては、不正行為を実行するためにワン
ウェイネジによる接合部を切断して蓋体を開放すると痕跡が残るため、不正行為がなされ
たことを発見することが可能である。
【０００９】
　しかしながら、蓋体を不正に開放した痕跡を残さないようにするために、例えば同種の
基板収納ボックスを備える２台の遊技機の中古機を入手し、１台の遊技機から基板収納ボ
ックスを取り外してボックス本体を破壊せずに開放し、もう１台の遊技機から基板収納ボ
ックスを取り外して蓋体を破壊せずに開放することで、新規なボックス本体と蓋体とを入
手し、これら新規なボックス本体と蓋体とで不正行為が施された不正基板を収納し、該不
正基板が収納された基板収納ボックスに交換する、という不正行為が行われた場合、蓋体
を開放したり遊技機から取り外した痕跡は残らないため、不正行為がなされたことを発見
することが極めて困難となる。換言すれば、不正行為が遂行されてしまう可能性が残ると
いう問題があった。
【００１０】
　また、ワンウェイネジは、ネジを外す方向に回転させることが困難な構造のネジである
から、不正行為を実行しようとする場合、ワンウェイネジによる接合部を切断する必要が
ある。上記特許文献２に記載された方式では、裏面においてワンウェイネジによる接合部
を切断することは困難であるが、蓋状物が取り外され、ワンウェイネジ取り外し専用の特
殊な工具等でワンウェイネジによる接合が解除された（ネジが外された）場合には、蓋体
が開放可能になり基板に対する不正行為が可能になってしまう。そして、不正行為者は、
不正行為を隠すために、具体的には蓋体を開放した痕跡を残さないようにするために、基
板に対する不正行為を行った後、遊技機の中古機から入手した、使用されている基板収納
ケースに２回目以降の封止のため備えられている予備のネジ（または、不正に入手したネ
ジや不正に作製したネジ）で接合部を接合し、さらに、遊技機の中古機から入手した、使
用されている基板収納ケースに２回目以降の封止のため備えられている予備の蓋状物（ま
たは、不正に入手した蓋状物や不正に作製した蓋状物）で筒状部の上面を塞ぐ行為を行う
可能性が高い。すなわち、上記特許文献２等に記載された方式では、不正行為の防止効果
を高めているが、一旦不正行為がなされた場合には、不正行為がなされたことを発見する
ことが困難である。換言すれば、不正行為が遂行されてしまう可能性が残っている。
【００１１】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたものであり、基板上の回路に対してな
される不正行為を確実に防止することができる遊技機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　回路基板（遊技制御基板４０）を収納可能な基体（下部ケース２０１）と蓋体（上部ケ
ース２０２）とを有する収納ケース（基板ケース２００）を備える遊技機（スロットマシ
ン１）であって、
　前記基体に前記蓋体を該基体及び該蓋体双方を破壊しない限り開封不能な特殊封止状態
（例えば図７参照）で組み付ける（固着する）第１の組付固着手段（下部固着片２１３、
上部固着片２０２、溶着装置のホーン等）と、
　前記第１の組付固着手段による特殊封止状態を解除したときに、前記基体に前記蓋体を
少なくとも該基体または該蓋体を破壊しない限り開封不能な封止状態（例えば図１３参照
）で組み付ける第２の組付固着手段（上部封止片２３０、下部封止片２１５、特殊ネジ２
８０ｅ）と、
　前記第１の組付固着手段による前記基体及び前記蓋体双方の特殊封止状態の周囲を被覆
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する保護片と、
　を備え、
　前記第２の組付固着手段（上部封止片２３０、下部封止片２１５、特殊ネジ２８０ｅ）
は、前記基体（下部ケース２０１）に前記蓋体（上部ケース２０２）を組み付ける際に用
いられる組付用固着手段（特殊ネジ２８０ｅ）と、該組付用固着手段を内部に収納し、前
記基体または前記蓋体のうち一方（上部ケース２０２）に設けられる収納部（上部封止片
２３０）と、前記基体または前記蓋体のうち他方に設けられる被結合部（下部封止片２１
５のネジ穴２１６）と、を含み、
　前記組付用固着手段は、前記収納部の底面に当接させるための頭部（２８５）と、該頭
部から一方に延びる結合部（ネジ部２８３）と、前記頭部の他方に連結部（２８７）を介
して連結され工具により操作可能な操作部（上部部材２８４の係合部分（例えば、十字形
）、図１３（ｂ）参照）とを有し、
　前記収納部は、前記結合部の先端側に対向する面（底部）に前記結合部が挿通可能な挿
通穴（取付孔２８１）と、該挿通穴の反対側の面（上面）に前記操作部よりも小さな操作
穴（開口２９１）を有する蓋部（キャップ２９０ｅ）とを含み、
　前記収納部に収納された前記組付用固着手段が前記蓋部の操作穴を介して操作されるこ
とにより前記組付用固着手段の前記結合部と前記基体または前記蓋体のうち他方に設けら
れる被結合部とが結合されて構成される封止状態において、前記連結部が破断（切断）さ
れることによって前記頭部から分離した前記操作部が前記収納部の内部に残存する、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第１の組付固着手段により基体に蓋体を組み付けることで特殊封止
状態が実現された場合、収納ケースを開放する際には基体及び蓋体双方が確実に破壊され
ることで、従来のように遊技機の中古機から同種の収納ケースを入手しても、新規な基体
と蓋体とを得ることはできないため、同種の収納ケースを流用した不正行為を効果的に防
止できる。また、特殊封止状態を解除したときに、第２の組付固着手段により基体に蓋体
を組み付けることで封止状態が実現された場合、収納ケースを開放する際には少なくとも
基体または蓋体が確実に破壊されることで、収納ケースが不正に開放された場合はその痕
跡が確実に残るため、不正行為が行われた可能性があることを発見することが可能となる
。
　また、組付用固着手段が、収納部の底面に当接させるための頭部と、該頭部から一方に
延びる結合部と、頭部の他方に連結部を介して連結され工具により操作可能な操作部とを
有し、収納部に収納された組付用固着手段が蓋部の操作穴を介して操作されることにより
結合部と取付部の被結合部とが結合されて構成される封止状態において、連結部が破断さ
れることによって頭部から分離した操作部が収納部の内部に残存するように構成されてい
るので、組付用固着手段を取り外そうとしても収納部の内部に残されている操作部が工具
等の組付用固着手段への到達を阻害するので、組付用固着手段を取り外すことが困難にな
り、その結果、不正行為をより効果的に防止できるようになる。
【００１３】
　本発明の手段１に記載の遊技機は、請求項１に記載の遊技機であって、
　前記第１の組付固着手段は、
　前記基体側に設けられた基体側固着部（下部固着片２１３）と、
　前記蓋体側に設けられ、前記基体と前記蓋体とが位置合わせされたときに前記基体側固
着部に対向する蓋体側固着部（上部固着片２０２）と、
　前記基体側固着部と前記蓋体側固着部との対向面を溶融して接合する接合手段（溶着装
置のホーン等）と、
　を備える、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、蓋体側固着部及び基体側固着部双方の対向面が溶融して一体化され
るため、固着部材等で蓋体側固着部と基体側固着部とを接合した場合に比べて、蓋体を開
放した際において双方が確実に破壊されるようになる。
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【００１４】
　本発明の手段２に記載の遊技機は、請求項１または手段１に記載の遊技機であって、
　前記蓋体側固着部（下部固着片２１３）及び基体側固着部（上部固着片２０２）それぞ
れ対向面のうち少なくとも一方には、凹部（環状凹溝２１４）が形成されている、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、溶接の際に対向面間に発生する気泡が凹部内に収容されやすくなり
、凹部以外の箇所に気泡が残って隙間等が形成されにくくなるため、高い密着性が得られ
る。
【００１５】
　本発明の手段３に記載の遊技機は、請求項１、手段１または２のいずれかに記載の遊技
機であって、
　前記被結合部（下部封止片２１５のネジ穴２１６）には、前記封止状態（例えば図１３
参照）において、前記結合部（ネジ部２８３）と前記被結合部とが結合された状態を該結
合部または該被結合部を破壊しない限り開封不能とする規制部（プレート２５５ｃ）が設
けられている、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、封止状態において、被結合部の内部に進入している結合部が被結合
部の内部から離脱するために移動することを規制するための規制部が設けられているので
、組付用固着手段を取り外すことがより困難になり、不正行為をさらに効果的に防止でき
るようになる。
【００１６】
　本発明の手段４に記載の遊技機は、請求項１、手段１～３のいずれかに記載の遊技機で
あって、
　前記回路基板は、遊技の進行を制御する遊技制御手段（メイン制御部４１）を搭載した
遊技制御基板（遊技制御基板４０）であり、
　前記遊技機は、
　遊技の進行に関わる信号を出力する第１の電子部品と遊技の進行に関わる信号が入力さ
れる第２の電子部品とのうち少なくとも一方を含む遊技用電子部品（投入メダルセンサ３
１）と、
　コネクタ（基板側コネクタ６２０ａとケーブル側コネクタ６１０ａ／基板側コネクタ６
２１ａとケーブル側コネクタ６１１ａ／基板側コネクタ６２２ｇとケーブル側コネクタ６
１２ｇ）同士での接続により着脱可能に前記遊技用電子部品（投入メダルセンサ３１）と
前記遊技制御基板（遊技制御基板４０）との間に設けられ、前記遊技用電子部品（投入メ
ダルセンサ３１）と前記遊技制御基板（遊技制御基板４０）とを電気的に接続するための
配線（ケーブル６００ａ、６０１ｇ）と、
　前記配線とコネクタ（基板側コネクタ６２１ａとケーブル側コネクタ６１１ａ／基板側
コネクタ６２２ｇとケーブル側コネクタ６１２ｇ）同士で接続され、前記遊技用電子部品
（投入メダルセンサ３１）と前記遊技制御基板（遊技制御基板４０）との間での信号の入
出力を中継する中継基板（操作部中継基板１１０）と、
　前記遊技用電子部品（投入メダルセンサ３１）と前記遊技制御基板（遊技制御基板４０
）との間における前記配線上のコネクタ同士での接続を、該コネクタ同士での接続に関わ
る解除規制部位を破壊しない限り、解除不能とする接続解除規制状態を形成する電子部品
接続解除規制手段（コネクタ規制部材５００ａ、６５０）と、
　を備え、
　前記電子部品接続解除規制手段は、
　前記遊技制御基板（遊技制御基板４０）と前記中継基板（操作部中継基板１１０）との
間における前記配線（ケーブル６００ａ）のコネクタ（基板側コネクタ６２０ａとケーブ
ル側コネクタ６１０ａ／基板側コネクタ６２１ａとケーブル側コネクタ６１１ａ）同士で
の接続を解除不能とする第１の電子部品接続解除規制手段（コネクタ規制部材５００、６
５０）と、
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　前記中継基板（操作部中継基板１１０）と前記遊技用電子部品（投入メダルセンサ３１
）との間における前記配線（ケーブル６０１ｇ）のコネクタ（基板側コネクタ６２２ｇと
ケーブル側コネクタ６１２ｇ）同士での接続を解除不能とする第２の電子部品接続解除規
制手段（コネクタ規制部材６６０）と、
　を含む、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技制御基板と中継基板との間における配線のコネクタだけでなく
、中継基板と遊技用電子部品との間における配線のコネクタ同士での接続の解除が規制さ
れることで、遊技用電子部品と遊技制御基板との間に設けられる配線の全てのコネクタ同
士での接続の解除が規制される。これによりいずれかのコネクタを不正な打ち込み器具等
のコネクタに差し替えて接続し、遊技制御基板に遊技の進行に関わる不正な信号を入出力
させるといった不正行為を行うことが困難となるため、不正な打ち込み器具を使用して特
典を得るための特典入手情報を容易に取得できる状態に設定した遊技機や、特別入賞が当
選した状態に設定した遊技機を、例えば遊技店の営業開始時等において遊技客に提供する
といった不正営業の実施等を効果的に防止できる。
　また、電子部品接続解除規制手段により接続解除規制状態が形成されることで、コネク
タ同士での接続を解除するためには解除規制部位を破壊しなければならず、これにより接
続を解除した後に再度接続解除規制状態を形成することが極めて困難となり、かつ、手間
がかかるため、上記不正行為をより効果的に抑制することができる。
　尚、前記中継基板は、一の遊技用電子部品と遊技制御基板との間に１つ、または複数接
続されていても良く、複数の中継基板が接続される場合において、前記電子部品接続解除
規制手段は、一の中継基板と他の中継基板との間における前記配線のコネクタ同士での接
続を解除不能とする第３の電子部品接続解除規制手段を備えることが好ましく、このよう
にすることで、遊技用電子部品と遊技制御基板との間に設けられる配線の全てのコネクタ
同士での接続の解除が規制される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の実施例を以下に説明する。
【実施例１】
【００１８】
　本発明が適用されたスロットマシンの実施例１を図面を用いて説明すると、本実施例の
スロットマシン１は、前面が開口する筐体（図示略）と、この筐体の一側端に回動自在に
枢支された前面扉２ｂと、から構成されている。
【００１９】
　本実施例のスロットマシン１の筐体の内部には、外周に複数種の図柄（図１参照）が配
列されたリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ（以下、左リール、中リール、右リールともいう）が水
平方向に並設されており、図１に示すように、これらリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒに配列され
た図柄のうち連続する３つの図柄が前面扉２ｂに設けられた透視窓３から見えるように配
置されている。
【００２０】
　リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの外周部には、例えばそれぞれ「赤７」、「青７」、「白７」
、「リプレイ」、「スイカ」、「赤チェリー」、「青チェリー」、「ベル」、「プラム」
、「オレンジ」といった互いに識別可能な複数種類の図柄が所定の順序で、それぞれ２１
個ずつ描かれている。リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの外周部に描かれた図柄は、透視窓３にお
いて各々上中下三段に表示される。リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの図柄が描かれた部分以外は
白色であり、高い透過率で光を透過するようになっており、図柄が描かれた部分について
も、その図柄の色彩に応じて光を透過するようになっている。
【００２１】
　各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒは、各々対応して設けられリールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３
２Ｒ（図２参照）によって回転させることで、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの図柄が透視窓
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３に連続的に変化しつつ表示されるとともに、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を停止さ
せることで、透視窓３に３つの連続する図柄が表示結果として導出表示されるようになっ
ている。
【００２２】
　リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの内側には、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒそれぞれに対して、基準
位置を検出するリールセンサ３３と、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを背面から白色光で照射す
るリールＬＥＤ５５と、が設けられている。また、リールＬＥＤ５５は、リール２Ｌ、２
Ｃ、２Ｒの連続する３つの図柄に対応する９つのＬＥＤからなり、各図柄をそれぞれ独立
して照射可能とされている。
【００２３】
　前面扉２ｂの各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの手前側（遊技者側）の位置には、液晶表示器
５１（図１参照）の表示領域５１ａが配置されている。液晶表示器５１は、液晶素子に対
して電圧が印加されていない状態で、透過性を有するノーマリーホワイトタイプの液晶パ
ネルを有しており、表示領域５１ａの透視窓３に対応する透過領域５１ｂ及び透視窓３を
介して遊技者側から各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが視認できるようになっている。また、表
示領域５１ａの透過領域５１ｂを除く領域の裏面には、背後から表示領域５１ａを照射す
るバックライト（図示略）が設けられているとともに、さらにその裏面には、内部を隠蔽
する隠蔽部材（図示略）が設けられている。
【００２４】
　液晶表示器５１の前面側（図１においては手前側）には、表示面に対する遊技者からの
指示（たとえば、タッチ操作）を検出し、当該位置（たとえば、タッチ操作された位置）
を特定するためのタッチパネルを構成する発光装置５６ａ、５６ｂと、受光装置５７ａ、
５７ｂと、が設置されている。発光装置５６ａ、５６ｂは、赤外線の発光素子（たとえば
、ＬＥＤ）を複数備えている。受光装置５７ａ、５７ｂは、赤外線の受光素子（たとえば
、フォトトランジスター）を複数備えている。
【００２５】
　発光装置５６ａと受光装置５７ａとは、液晶表示器５１の表示面を挟んで、水平方向に
対に設置されている。発光装置５６ａと受光装置５７ａとは、発光装置５６ａが備える複
数の発光素子から放射される赤外線を、受光装置５７ａが備える複数の受光素子により受
光可能に設置されている。同様に、発光装置５６ｂと受光装置５７ｂとは、液晶表示器５
１の表示領域を挟んで、垂直方向に対に設置されている。発光装置５６ｂと受光装置５７
ｂとは、発光装置５６ｂが備える複数の発光素子から放射される赤外線を、受光装置５７
ｂが備える複数の受光素子により受光可能に設置されている。
【００２６】
　本実施例では、発光装置５６ａ、５６ｂから赤外線を放射することにより、液晶表示器
５１の表示面に沿って赤外線のグリッドが形成される。そして、表示面に対して遊技者に
よりタッチ操作が行なわれると、受光装置５７ａ、５７ｂは、赤外線の遮光を検出し、こ
の検出された受光素子が配置されている位置を特定するための信号を、後述するタッチパ
ネルコントローラ９９に出力する。タッチパネルコントローラ９９は、受光装置５６ａ、
５６ｂからの信号に基づき、液晶表示器５１の表示面に対してタッチ操作された位置を特
定することができるようになっており、これらによってタッチパネルが形成されている。
【００２７】
　タッチパネルを構成する発光装置５６ａ、５６ｂは、液晶表示器５１の表示面の左辺お
よび下辺に設置され、受光装置５７ａ、５７ｂは、液晶表示器５１の表示面の右辺および
上辺に設置されている。タッチパネルは、発光装置５６ａ、５６ｂおよび受光装置５７ａ
、５７ｂにより囲まれた領域内のタッチ操作を検出し、タッチ操作された位置を特定する
ことができるようになっている。
【００２８】
　前面扉２ｂには、メダルを投入可能なメダル投入部４、メダルが払い出されるメダル払
出口９、クレジット（遊技者所有の遊技用価値として記憶されているメダル数）を用いて
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メダル１枚分の賭数を設定する際に操作される１枚ＢＥＴスイッチ５、クレジットを用い
て、その範囲内において遊技状態に応じて定められた規定数の賭数のうち最大の賭数（本
実施例では遊技状態に関わらず３）を設定する際に操作されるＭＡＸＢＥＴスイッチ６、
クレジットとして記憶されているメダル及び賭数の設定に用いたメダルを精算する（クレ
ジット及び賭数の設定に用いた分のメダルを返却させる）際に操作される精算スイッチ１
０、ゲームを開始する際に操作されるスタートスイッチ７、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回
転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ、が遊技者により操
作可能にそれぞれ設けられている。
【００２９】
　また、前面扉２ｂには、クレジットとして記憶されているメダル枚数が表示されるクレ
ジット表示器１１、後述するビッグボーナス中のメダルの獲得枚数やエラー発生時にその
内容を示すエラーコード等が表示される遊技補助表示器１２、入賞の発生により払い出さ
れたメダル枚数が表示されるペイアウト表示器１３が設けられている。
【００３０】
　また、前面扉２ｂには、賭数が１設定されている旨を点灯により報知する１ＢＥＴＬＥ
Ｄ１４、賭数が２設定されている旨を点灯により報知する２ＢＥＴＬＥＤ１５、賭数が３
設定されている旨を点灯により報知する３ＢＥＴＬＥＤ１６、メダルの投入が可能な状態
を点灯により報知する投入要求ＬＥＤ１７、スタートスイッチ７の操作によるゲームのス
タート操作が有効である旨を点灯により報知するスタート有効ＬＥＤ１８、ウェイト（前
回のゲーム開始から一定期間経過していないためにリールの回転開始を待機している状態
）中である旨を点灯により報知するウェイト中ＬＥＤ１９、後述するリプレイゲーム中で
ある旨を点灯により報知するリプレイ中ＬＥＤ２０が設けられている。
【００３１】
　ＭＡＸＢＥＴスイッチ６の内部には、１枚ＢＥＴスイッチ５、２枚ＢＥＴスイッチ５ｂ
及びＭＡＸＢＥＴスイッチ６の操作による賭数の設定操作が有効である旨を点灯により報
知するＢＥＴスイッチ有効ＬＥＤ２１（図２参照）が設けられており、ストップスイッチ
８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの内部には、該当するストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒによるリール
の停止操作が有効である旨を点灯により報知する左、中、右停止有効ＬＥＤ２２Ｌ、２２
Ｃ、２２Ｒ（図２参照）がそれぞれ設けられている。
【００３２】
　前面扉２ｂの内側には、所定のキー操作により後述するエラー状態及び後述する打止状
態を解除するためのリセット操作を検出するリセットスイッチ２３、後述する設定値の変
更中や設定値の確認中にその時点の設定値が表示される設定値表示器２４、メダル投入部
４から投入されたメダルの流路を、筐体内部に設けられたホッパータンク（図示略）側ま
たはメダル払出口９側のいずれか一方に選択的に切り替えるための流路切替ソレノイド３
０、メダル投入部４から投入され、ホッパータンク（図示略）側に流下したメダルを検出
する投入メダルセンサ３１を有するメダルセレクタ（図示略）、前面扉２ｂの開放状態を
検出するドア開放検出スイッチ２５（図２参照）が設けられている。
【００３３】
　筐体内部には、前述したリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２
Ｒ、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒのリール基準位置をそれぞれ検出可能なリールセンサ３３
Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒ（図２参照）からなるリールユニット（図示略）、外部出力信号を出
力するための外部出力基板１０００（図２参照）、メダル投入部４から投入されたメダル
を貯留するホッパータンク（図示略）、ホッパータンクに貯留されたメダルをメダル払出
口９より払い出すためのホッパーモータ３４ｂ、ホッパーモータ３４ｂの駆動により払い
出されたメダルを検出する払出センサ３４ｃからなるホッパーユニット（図示略）、電源
ボックス（図示略）が設けられている。
【００３４】
　ホッパーユニットの側部には、ホッパータンクから溢れたメダルが貯留されるオーバー
フロータンク３５が設けられている。オーバーフロータンク３５の内部には、貯留された
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所定量のメダルを検出可能な高さに設けられた左右に離間する一対の導電部材からなる満
タンセンサ３５ａが設けられており、導電部材がオーバーフロータンク３５内に貯留され
たメダルを介して接触することにより導電したときに内部に貯留されたメダル貯留量が所
定量以上となったこと、すなわちオーバーフロータンクが満タン状態となったことを検出
できるようになっている。
【００３５】
　電源ボックス（図示略）の前面には、後述のビッグボーナス終了時に打止状態（リセッ
ト操作がなされるまでゲームの進行が規制される状態）に制御する打止機能の有効／無効
を選択するための打止スイッチ３６ａ、後述のビッグボーナス終了時に自動精算処理（ク
レジットとして記憶されているメダルを遊技者の操作によらず精算（返却）する処理）に
制御する自動精算機能の有効／無効を選択するための自動精算スイッチ３６ｂ、起動時に
設定変更モードに切り替えるための設定キースイッチ３７、通常時においてはエラー状態
や打止状態を解除するためのリセットスイッチとして機能し、設定変更モードにおいては
後述する内部抽選の当選確率（出玉率）の設定値を変更するための設定スイッチとして機
能するリセット／設定スイッチ３８、電源をＯＮ／ＯＦＦする際に操作される電源スイッ
チ３９が設けられている。
【００３６】
　本実施例のスロットマシン１においてゲームを行う場合には、まず、メダルをメダル投
入部４から投入するか、あるいはクレジットを使用して賭数を設定する。クレジットを使
用するには１枚ＢＥＴスイッチ５またはＭＡＸＢＥＴスイッチ６を操作すれば良い。遊技
状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されると、入賞ラインＬ１～Ｌ６（図１参照
）が有効となり、スタートスイッチ７の操作が有効な状態、すなわち、ゲームが開始可能
な状態となる。本実施例では、規定数の賭数として遊技状態に関わらず３枚が定められて
いる。尚、遊技状態に対応する規定数のうち最大数を超えてメダルが投入された場合には
、その分はクレジットに加算される。
【００３７】
　入賞ラインとは、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの透視窓３に表示された図柄の組み合わせ
が入賞図柄の組み合わせであるかを判定するために設定されるラインある。本実施例では
、図１に示すように、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの上段に並んだ図柄に跨って設定された
入賞ラインＬ１、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの下段に並んだ図柄に跨って設定された入賞
ラインＬ２、リール２Ｌの下段、リール２Ｃの中段、リール２Ｒの上段、すなわち右上が
りに並んだ図柄に跨って設定された入賞ラインＬ３、リール２Ｌの上段、リール２Ｃの中
段、リール２Ｒの下段、すなわち右下がりに並んだ図柄に跨って設定された入賞ラインＬ
４、リール２Ｌの下段、リール２Ｃの上段、リール２Ｒの中段に並んだ図柄に跨って設定
された入賞ラインＬ５、リール２Ｌの上段、リール２Ｃの下段、リール２Ｒの中段に並ん
だ図柄に跨って設定された入賞ラインＬ６の６種類が入賞ラインとして定められている。
【００３８】
　このように本実施例ではリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの一直線上に位置する図柄に跨って設
定される入賞ラインＬ１～Ｌ４と、全てのリールにおいて上段・中段・下段のうち停止す
る位置が異なり、かつ一直線上に位置しない図柄に跨って入賞ラインＬ５、Ｌ６が設定さ
れている。
【００３９】
　尚、本実施例では、入賞ラインとして上述したＬ１～Ｌ６を適用しているが、各リール
２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの中段に並んだ図柄に跨って設定される入賞ラインを加えて適用しても
良い。また、上述したＬ５、Ｌ６のように一直線上に位置しない図柄に跨って設定される
入賞ラインを適用しているが、一直線上に位置する図柄に跨って設定される入賞ラインの
みを適用するようにしても良い。
【００４０】
　また、本実施例では、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの中段に並んだ図柄に跨って設定され
た仮想入賞ラインＬｖが設けられている。仮想入賞ラインは、入賞ラインとは異なり、入
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賞図柄の組み合わせを判定する対象とはならない。
【００４１】
　ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ７を操作すると、各リール２Ｌ、２Ｃ、２
Ｒが回転し、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの図柄が連続的に変動する。この状態でいずれか
のストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒを操作すると、対応するリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの
回転が停止し、透視窓３に表示結果が導出表示される。
【００４２】
　そして全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止されることで１ゲームが終了し、有効化さ
れたいずれかの入賞ラインＬ１～Ｌ６上に予め定められた図柄の組み合わせ（以下、役と
も呼ぶ）が各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの表示結果として停止した場合には入賞が発生し、
その入賞に応じて定められた枚数のメダルが遊技者に対して付与され、クレジットに加算
される。また、クレジットが上限数（本実施例では５０）に達した場合には、メダルが直
接メダル払出口９（図１参照）から払い出されるようになっている。尚、有効化された複
数の入賞ライン上にメダルの払出を伴う図柄の組み合わせが揃った場合には、有効化され
た入賞ラインに揃った図柄の組み合わせそれぞれに対して定められた払出枚数を合計し、
合計した枚数のメダルが遊技者に対して付与されることとなる。ただし、１ゲームで付与
されるメダルの払出枚数には、上限（本実施例では１５枚）が定められており、合計した
払出枚数が上限を超える場合には、上限枚数のメダルが付与されることとなる。また、有
効化されたいずれかの入賞ラインＬ１～Ｌ６上に、遊技状態の移行を伴う図柄の組み合わ
せが各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの表示結果として停止した場合には図柄の組み合わせに応
じた遊技状態に移行するようになっている。
【００４３】
　図２は、スロットマシン１の構成を示すブロック図である。スロットマシン１には、図
２に示すように、遊技制御基板４０、演出制御基板９０、電源基板１０１が設けられてお
り、遊技制御基板４０によって遊技状態が制御され、演出制御基板９０によって遊技状態
に応じた演出が制御され、電源基板１０１によってスロットマシン１を構成する電気部品
の駆動電源が生成され、各部に供給される。
【００４４】
　電源基板１０１には、外部からＡＣ１００Ｖの電源が供給されるとともに、このＡＣ１
００Ｖの電源からスロットマシン１を構成する電気部品の駆動に必要な直流電圧が生成さ
れ、遊技制御基板４０及び遊技制御基板４０を介して接続された演出制御基板９０に供給
されるようになっている。
【００４５】
　また、電源基板１０１には、前述したホッパーモータ３４ｂ、払出センサ３４ｃ、満タ
ンセンサ３５ａ、打止スイッチ３６ａ、自動精算スイッチ３６ｂ、設定キースイッチ３７
、リセット／設定スイッチ３８、電源スイッチ３９が接続されている。
【００４６】
　遊技制御基板４０には、前述した１枚ＢＥＴスイッチ５、ＭＡＸＢＥＴスイッチ６、ス
タートスイッチ７、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ、精算スイッチ１０、リセットス
イッチ２３、投入メダルセンサ３１、ドア開放検出スイッチ２５、リールセンサ３３Ｌ、
３３Ｃ、３３Ｒが接続されているとともに、電源基板１０１を介して前述した払出センサ
３４ｃ、満タンセンサ３５ａ、打止スイッチ３６ａ、自動精算スイッチ３６ｂ、設定キー
スイッチ３７、リセット／設定スイッチ３８が接続されており、これら接続されたスイッ
チ類の検出信号が入力されるようになっている。
【００４７】
　また、遊技制御基板４０には、前述したクレジット表示器１１、遊技補助表示器１２、
ペイアウト表示器１３、１～３ＢＥＴＬＥＤ１４～１６、投入要求ＬＥＤ１７、スタート
有効ＬＥＤ１８、ウェイト中ＬＥＤ１９、リプレイ中ＬＥＤ１０、ＢＥＴスイッチ有効Ｌ
ＥＤ２１、左、中、右停止有効ＬＥＤ２２Ｌ、２２Ｃ、２２Ｒ、設定値表示器２４、流路
切替ソレノイド３０、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒが接続されているとともに、
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電源基板１０１を介して前述したホッパーモータ３４ｂが接続されており、これら電気部
品は、遊技制御基板４０に搭載された後述のメイン制御部４１の制御に基づいて駆動され
るようになっている。
【００４８】
　遊技制御基板４０には、ＣＰＵ４１ａ、ＲＯＭ４１ｂ、ＲＡＭ４１ｃ、Ｉ／Ｏポート４
１ｄを備えたマイクロコンピュータからなり、遊技の制御を行うメイン制御部４１、所定
範囲（本実施例では０～１６３８３）の乱数を発生させる乱数発生回路４２、乱数発生回
路から乱数を取得するサンプリング回路４３、遊技制御基板４０に直接または電源基板１
０１を介して接続されたスイッチ類から入力された検出信号を検出するスイッチ検出回路
４４、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒの駆動制御を行うモータ駆動回路４５、流路
切替ソレノイド３０の駆動制御を行うソレノイド駆動回路４６、遊技制御基板４０に接続
された各種表示器やＬＥＤの駆動制御を行うＬＥＤ駆動回路４７、スロットマシン１に供
給される電源電圧を監視し、電圧低下を検出したときに、その旨を示す電圧低下信号をメ
イン制御部４１に対して出力する電断検出回路４８、電源投入時またはＣＰＵ４１ａから
の初期化命令が入力されないときにＣＰＵ４１ａにリセット信号を与えるリセット回路４
９、遊技制御基板４０と投入メダルセンサ３１との間の電気的な接続状態及び遊技制御基
板４０と演出制御基板９０との間の電気的な接続状態を監視する断線監視ＩＣ５０、その
他各種デバイス、回路が搭載されている。
【００４９】
　ＣＰＵ４１ａには、処理を実行するのに必要なデータの読み出し及び書き込みが行われ
る複数のレジスタ（記憶領域）が設けられている。詳しくは、主に演算用データが格納さ
れるＡ、Ｆレジスタ（フラグレジスタ）、汎用データが格納されるＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｈ、
Ｌレジスタ、実行中のプログラムの位置を示すデータが格納されるＰＣレジスタ、スタッ
クポインタ（後述するスタック領域の現在の位置を示すアドレス）が格納されるＳＰレジ
スタ、後述するリフレッシュ動作を行うＲＡＭ４１ｃのメモリブロックを示すデータが格
納されるＲレジスタ、ＲＡＭ４１ｃの格納領域を参照する際の基準となる位置を示すデー
タが格納されるＩＸ、ＩＹレジスタ、割込発生時に参照する割込テーブルの位置を示すデ
ータが格納されるＩレジスタが設けられている。
【００５０】
　ＣＰＵ４１ａは、計時機能、タイマ割込などの割込機能（割込禁止機能を含む）を備え
、ＲＯＭ４１ｂに記憶されたプログラム（後述）を実行して、遊技の進行に関する処理を
行うととともに、遊技制御基板４０に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に
制御する。ＲＯＭ４１ｂは、ＣＰＵ４１ａが実行するプログラムや各種テーブル等の固定
的なデータを記憶する。ＲＡＭ４１ｃは、ＣＰＵ４１ａがプログラムを実行する際のワー
ク領域等として使用される。Ｉ／Ｏポート４１ｄは、メイン制御部４１が備える信号入出
力端子を介して接続された各回路との間で制御信号を入出力する。
【００５１】
　メイン制御部４１は、信号入力端子ＤＡＴＡを備えており、遊技制御基板４０に接続さ
れた各種スイッチ類の検出状態がこれら信号入力端子ＤＡＴＡを介して入力ポートに入力
される。これら信号入力端子ＤＡＴＡの入力状態は、ＣＰＵ４１ａにより監視されており
、ＣＰＵ４１ａは、信号入力端子ＤＡＴＡの入力状態、すなわち各種スイッチ類の検出状
態に応じて段階的に移行する基本処理を実行する。
【００５２】
　また、ＣＰＵ４１ａは、前述のように割込機能を備えており、割込の発生により基本処
理に割り込んで割込処理を実行できるようになっている。本実施例では、割込１～４の４
種類の割込を実行可能であり、各割込毎にカウンタモード（信号入力端子ＤＡＴＡとは別
個に設けられたトリガー端子ＣＬＫ／ＴＲＧからの信号入力に応じて外部割込を発生させ
る割込モード）とタイマモード（ＣＰＵ４１ａのクロック入力数に応じて内部割込を発生
させる割込モード）のいずれかを選択して設定できるようになっている。
【００５３】
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　本実施例では、割込１～４のうち、割込２がカウンタモードに設定され、割込３がタイ
マモードに設定され、割込１、４は未使用とされている。トリガー端子ＣＬＫ／ＴＲＧは
、前述した電断検出回路４８と接続されており、ＣＰＵ４１ａは電断検出回路４８から出
力された電圧低下信号の入力に応じて割込２を発生させて後述する電断割込処理（メイン
）を実行する。また、ＣＰＵ４１ａは、クロック入力数が一定数に到達する毎、すなわち
一定時間間隔（本実施例では、約０．５６ｍｓ）毎に割込３を発生させて後述するタイマ
割込処理（メイン）を実行する。また、割込１、４は、未使用に設定されているが、ノイ
ズ等によって割込１、４が発生することがあり得る。このため、ＣＰＵ４１ａは、割込１
、４が発生した場合に、もとの処理に即時復帰させる未使用割込処理を実行するようにな
っている。
【００５４】
　また、ＣＰＵ４１ａは、割込１～４のいずれかの割込の発生に基づく割込処理の実行中
に他の割込を禁止するように設定されているとともに、複数の割込が同時に発生した場合
には、割込２、３、１、４の順番で優先して実行する割込が設定されている。すなわち割
込２とその他の割込が同時に発生した場合には、割込２を優先して実行し、割込３と割込
１または４が同時に発生した場合には、割込３を優先して実行するようになっている。
【００５５】
　また、ＣＰＵ４１ａは、割込１～４のいずれかの割込の発生に基づく割込処理の開始時
に、レジスタに格納されている使用中のデータをＲＡＭ４１ｃに設けられた後述のスタッ
ク領域に一時的に退避させるとともに、当該割込処理の終了時にスタック領域に退避させ
たデータをレジスタに復帰させるようになっている。
【００５６】
　ＲＡＭ４１ｃには、ＤＲＡＭ（Dynamic　RAM）が使用されており、記憶しているデータ
内容を維持するためのリフレッシュ動作が必要となる。ＣＰＵ４１ａには、このリフレッ
シュ動作を行うための前述したＲ（リフレッシュ）レジスタが設けられている。Ｒレジス
タは、８ビットからなり、そのうちの下位７ビットが、ＣＰＵ４１ａがＲＯＭ４１ｂから
命令をフェッチする度に自動的にインクリメントされるもので、その値の更新は、１命令
の実行時間毎に行われる。
【００５７】
　また、メイン制御部４１には、停電時においてもバックアップ電源が供給されており、
バックアップ電源が供給されている間は、ＣＰＵ４１ａによりリフレッシュ動作が行われ
てＲＡＭ４１ｃに記憶されているデータが保持されるようになっている。
【００５８】
　また、ＣＰＵ４１ａは、起動時において、打止スイッチ３６ａ、自動精算スイッチ３６
ｂの状態を取得し、ＣＰＵ４１ａの特定のレジスタに打止機能の有効／無効、自動精算機
能の有効／無効を設定するようになっている。打止スイッチ３６ａ及び自動精算スイッチ
３６ｂの状態は起動時においてのみ取得し、取得した状態に基づいて打止及び自動精算機
能の有効／無効が設定されるため、その後に打止スイッチ３６ａや自動精算スイッチ３６
ｂが操作されても、新たに打止及び自動精算機能の有効／無効が設定されることはない。
【００５９】
　乱数発生回路４２は、後述するように所定数のパルスを発生する度にカウントアップし
て値を更新するカウンタによって構成され、サンプリング回路４３は、乱数発生回路４２
がカウントしている数値を取得する。乱数発生回路４２は、乱数の種類毎にカウントする
数値の範囲が定められており、本実施例では、その範囲として０～１６３８３が定められ
ている。ＣＰＵ４１ａは、その処理に応じてサンプリング回路４３に指示を送ることで、
乱数発生回路４２が示している数値を乱数として取得する（以下、この機能をハードウェ
ア乱数機能という）。後述する内部抽選用の乱数は、ハードウェア乱数機能により抽出し
た乱数をそのまま使用するのではなく、ソフトウェアにより加工して使用するが、その詳
細については詳しく説明する。また、ＣＰＵ４１ａは、前述のタイマ割込処理（メイン）
により、特定のレジスタの数値を更新し、こうして更新された数値を乱数として取得する
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機能も有する（以下、この機能をソフトウェア乱数機能という）。
【００６０】
　断線監視ＩＣ５０は、遊技制御基板４０と投入メダルセンサ３１との間の電気的な接続
状態及び遊技制御基板４０と演出制御基板９０との間の電気的な接続状態を監視し、これ
らの接続状態の一方でも解除された場合には、これらの接続状態が解除された旨を示す断
線フラグを断線監視ＩＣ５０の内部に設けられたＥＥＰＲＯＭ（図示略）等の記憶部に記
憶するようになっている。断線監視ＩＣ５０は、ＣＰＵ４１ａからの断線フラグの確認要
求に応じて断線フラグが記憶されているか否かを返信し、この時点で断線フラグが記憶部
に記憶されていればクリアする。
【００６１】
　また、断線監視ＩＣ５０にも停電時においてバックアップ電源が供給されるようになっ
ており、例えば２～３日間停電状態が継続しない限り、遊技制御基板４０と投入メダルセ
ンサ３１との間の電気的な接続状態及び遊技制御基板４０と演出制御基板９０との間の電
気的な接続状態の監視を継続できるようになっている。
【００６２】
　ＣＰＵ４１ａは、Ｉ／Ｏポート４１ｄを介して演出制御基板９０に、各種のコマンドを
送信する。遊技制御基板４０から演出制御基板９０へ送信されるコマンドは一方向のみで
送られ、演出制御基板９０から遊技制御基板４０へ向けてコマンドが送られることはない
。遊技制御基板４０から演出制御基板９０へ送信されるコマンドの伝送ラインは、ストロ
ーブ（ＩＮＴ）信号ライン、データ伝送ライン、グラウンドラインから構成されていると
ともに、演出中継基板８０を介して接続されており、遊技制御基板４０と演出制御基板９
０とが直接接続されない構成とされている。
【００６３】
　演出制御基板９０には、前述したタッチパネルを構成する受光装置５７ａ、５７ｂが接
続されており、これら接続された受光装置５７ａ、５７ｂの検出信号が入力されるように
なっている。
【００６４】
　演出制御基板９０には、スロットマシン１の前面扉２ｂに配置された液晶表示器５１（
図１参照）、演出効果ＬＥＤ５２、スピーカ５３、５４、前述したリールＬＥＤ５５等の
電気部品が接続されており、これら電気部品は、演出制御基板９０に搭載された後述のサ
ブ制御部９１による制御に基づいて駆動されるようになっている。また、演出制御基板９
０には、前述したタッチパネルを構成する発光装置５６ａ、５６ｂが接続されており、発
光装置５６ａ、５６ｂは、演出制御基板９０に搭載された後述のタッチパネルコントロー
ラ９９による制御に基づいて駆動されるようになっている。
【００６５】
　演出制御基板９０には、メイン制御部４１と同様にＣＰＵ９１ａ、ＲＯＭ９１ｂ、ＲＡ
Ｍ９１ｃ、Ｉ／Ｏポート９１ｄを備えたマイクロコンピュータにて構成され、演出の制御
を行うサブ制御部９１、演出制御基板９０に接続された液晶表示器５１の表示制御を行う
表示制御回路９２、演出効果ＬＥＤ５２、リールＬＥＤ５５の駆動制御を行うＬＥＤ駆動
回路９３、スピーカ５３、５４からの音声出力制御を行う音声出力回路９４、電源投入時
またはＣＰＵ９１ａからの初期化命令が一定時間入力されないときにＣＰＵ９１ａにリセ
ット信号を与えるリセット回路９５、日付情報及び時刻情報を含む時間情報を出力する時
計装置９７、スロットマシン１に供給される電源電圧を監視し、電圧低下を検出したとき
に、その旨を示す電圧低下信号をサブ制御部９１に対して出力する電断検出回路９８、受
光装置５６ａ、５６ｂからの信号に基づき、液晶表示器５１の表示面に対してタッチ操作
された位置を特定する処理などを行うタッチパネルコントローラ９９、その他の回路等、
が搭載されており、ＣＰＵ９１ａは、遊技制御基板４０から送信されるコマンド、タッチ
パネルコントローラ９９からの出力情報を受けて、演出を行うための各種の制御を行うと
ともに、演出制御基板９０に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する
。
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【００６６】
　ＣＰＵ９１ａは、メイン制御部４１のＣＰＵ４１ａと同様に、割込機能（割込禁止機能
を含む）を備える。サブ制御部９１の割込端子（図示略）は、コマンド伝送ラインのうち
、メイン制御部４１がコマンドを送信する際に出力するストローブ（ＩＮＴ）信号線に接
続されており、ＣＰＵ９１ａは、ストローブ信号の入力に基づいて割込を発生させて、メ
イン制御部４１からのコマンドを取得し、受信用バッファに格納するコマンド受信割込処
理を実行する。また、ＣＰＵ９１ａは、クロック入力数が一定数に到達する毎、すなわち
一定間隔毎に割込を発生させて後述するタイマ割込処理（サブ）を実行する。
【００６７】
　また、ＣＰＵ９１ａの割込端子（図示略）は、前述した電断検出回路９８と接続されて
おり、ＣＰＵ９１ａは電断検出回路９８から出力された電圧低下信号の入力に応じて割込
を発生させて後述する電断割込処理（サブ）を実行する。また、ＣＰＵ９１ａにおいても
未使用の割込が発生した場合には、もとの処理に即時復帰させる未使用割込処理を実行す
るようになっている。
【００６８】
　また、ＣＰＵ９１ａは、ＣＰＵ４１ａとは異なり、ストローブ信号（ＩＮＴ）の入力に
基づいて割込が発生した場合には、電断割込処理（サブ）を除く他の割込に基づく割込処
理の実行中であっても、当該処理に割り込んでコマンド受信割込処理を実行し、電断割込
処理（サブ）を除く他の割込が同時に発生してもコマンド受信割込処理を最優先で実行す
るようになっている。尚、電断割込処理（サブ）を除く割込処理の実行中は、ストローブ
信号（ＩＮＴ）の入力に基づく割込以外の割込が禁止されるようになっている。これに対
して電断割込処理（サブ）においては、コマンド受信割込処理を含む他の割込処理が一切
禁止されており、さらに他の割込が同時に発生しても電断割込処理（サブ）を最優先で実
行するようになっている。
【００６９】
　また、サブ制御部９１にも、停電時においてバックアップ電源が供給されており、バッ
クアップ電源が供給されている間は、ＣＰＵ９１ａによりリフレッシュ動作が行われてＲ
ＡＭ９１ｃに記憶されているデータが保持されるようになっている。
【００７０】
　次に、遊技制御基板４０と該遊技制御基板４０に接続される各種遊技用電子部品との配
線接続状態の詳細について、図３に基づいて説明する。尚、図３は、遊技制御基板４０と
該遊技制御基板４０に接続される遊技用電子部品との配線接続状態を示す概略図である。
【００７１】
　遊技制御基板４０には、前述したように、１枚ＢＥＴスイッチ５、ＭＡＸＢＥＴスイッ
チ６、スタートスイッチ７、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ、投入メダルセンサ３１
、ドア開放検出スイッチ２５、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒ、リールセンサ３３
Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒ、ホッパーモータ３４ｂ、払出センサ３４ｃ、演出制御基板９０が接
続されている。
【００７２】
　図３に示すように、これらのうち、１枚ＢＥＴスイッチ５、ＭＡＸＢＥＴスイッチ６、
スタートスイッチ７、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ、投入メダルセンサ３１、リー
ルモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒ、リールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒ、ホッパーモー
タ３４ｂ、払出センサ３４ｃは、ゲームの進行に関わる信号を遊技制御基板４０に入出力
する電子部品である。ゲームの進行に関わる信号とは、例えば、ゲームを開始可能な状態
とするための賭数の設定操作、ゲームを開始させるための操作、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ
の表示結果を導出させるための操作等、ゲームの進行操作に応じて遊技制御基板４０に出
力される信号や、投入メダルの検出、リールの基準位置の検出、払出メダルの検出等、ゲ
ームの進行に応じて遊技用電子部品から出力されて遊技制御基板４０に入力される信号と
、スタート操作の検出に応じてリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを駆動させるための駆動信号や、
入賞の発生に伴いメダルを払い出すホッパーを駆動するための駆動信号等、ゲームの進行
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に応じて遊技制御基板４０から出力されて遊技用電子部品に入力される信号と、を含む。
【００７３】
　そして、これら遊技用電子部品は、ゲームの進行に応じて遊技制御基板４０に信号を出
力する第１の電子部品と、ゲームの進行に応じて遊技制御基板４０からの信号が入力され
る第２の電子部品と、からなる。
【００７４】
　具体的には、賭数を設定する際に操作される１枚ＢＥＴスイッチ５、ＭＡＸＢＥＴスイ
ッチ６及び賭数を設定するために投入されたメダルを検出する投入メダルセンサ３１は、
該操作またはメダルの検出に基づいて遊技制御基板４０にＢＥＴ信号を出力する第１の電
子部品である。メイン制御部４１は、該ＢＥＴ信号の受信に基づいて賭数の設定処理を行
うため、これら電子部品がないと賭数を設定することができない。すなわち、賭数を設定
しないとゲームが開始可能な状態とならないため、１枚ＢＥＴスイッチ５、ＭＡＸＢＥＴ
スイッチ６及び投入メダルセンサ３１はゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。
【００７５】
　ゲームを開始させるための操作を検出するスタートスイッチ７は、該操作の検出に基づ
いて遊技制御基板４０にスタート信号を出力する第１の電子部品である。メイン制御部４
１は、該スタート信号の受信に基づいてゲームを開始する処理（リール回転処理等）を行
うため、この電子部品がないとゲームを開始することができない。すなわち、スタートス
イッチ７はゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。
【００７６】
　リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの表示結果を導出させるための操作を検出するストップスイッ
チ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒは、該操作の検出に基づいて遊技制御基板４０にストップ信号を出力
する第１の電子部品である。メイン制御部４１は、該ストップ信号の受信に基づいて該当
するリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を停止して表示結果を導出する処理を行うため、この
電子部品がないとリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの表示結果を導出することができない。すなわ
ち、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒはゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。
【００７７】
　リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を検出するリールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒは、リ
ールの基準位置の検出信号を遊技制御基板４０に出力する第１の電子部品である。メイン
制御部４１は、該リールの基準位置の検出信号の受信に基づいて該当するリール２Ｌ、２
Ｃ、２Ｒの図柄の位置を把握して回転を停止する処理等を行うため、この電子部品がない
と各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの表示結果の導出や入賞の判定等を行うことができない。す
なわち、リールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒはゲームの進行に必要な遊技用電子部品で
ある。
【００７８】
　入賞の発生に伴い払い出されるメダルを検出する払出センサ３４ｃは、該メダルの検出
に基づいて遊技制御基板４０にメダル払出信号を出力する第１の電子部品である。メイン
制御部４１は、該払出メダル検出信号の受信に基づいて、発生した入賞に応じた枚数のメ
ダルを払い出す払出処理を行うため、この電子部品がないと発生した入賞に応じた枚数の
メダルを払い出すことができない。すなわち、払出センサ３５はゲームの進行に必要な遊
技用電子部品である。
【００７９】
　また、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを回転させるリールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒは、
遊技制御基板４０から出力される駆動信号が入力される第２の電子部品である。このリー
ルモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒは、遊技制御基板４０から出力される駆動信号の入力に
基づいてリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを回転させて図柄の変動表示を開始するものであるが、
該信号入力に基づいて実際にリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを回転しなかったとしても、メイン
制御部４１は、リールの駆動信号を出力した後に上記リールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３
Ｒからの信号が入力されることで、リールが回転したとしてゲームを進行する制御を行う
ことができる。しかし、このリールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒから信号が遊技制御基



(16) JP 5361215 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

板４０に入力されるタイミングは、リールの駆動信号の出力後でないとエラーとなるため
、前述した打ち込み器具によりゲームを進行させる場合において、リールの回転の検出に
基づく信号の出力タイミングを計るためにはリールの駆動信号が必要となる。すなわち、
リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒは、ゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。
【００８０】
　また、メダルの払い出しを行うホッパータンクを駆動するホッパーモータ３４ｂは、入
賞の発生に応じて遊技制御基板４０から出力される駆動信号が入力される第２の電子部品
である。このホッパーモータ３４ｂは、遊技制御基板４０から出力される駆動信号の入力
に基づいてメダルの払出動作を行うものであるが、該信号入力に基づいて実際にメダルの
払出動作を行わなかったとしても、メイン制御部４１は、ホッパーモータ３４ｂの駆動信
号を出力した後に上記払出センサ３４ｃからの信号が入力されることで、メダルが払い出
されているとしてゲームを進行する制御を行うことができる。しかし、この払出センサ３
４ｃから信号が遊技制御基板４０に入力されるタイミングは、ホッパーモータ３４ｂの駆
動信号の出力後でないとエラーとなるため、前述した打ち込み器具によりゲームを進行さ
せる場合において、払出メダルの検出に基づく信号の出力タイミングを計るためには該ホ
ッパーモータ３４ｂの駆動信号が必要となる。すなわち、ホッパーモータ３４ｂは、ゲー
ムの進行に必要な遊技用電子部品である。
【００８１】
　また、これら遊技用電子部品とドア開放検出スイッチ２５とは、基本的には複数の機種
に共通して継続使用される電子部品であり、故障等が発生しない限り本体から取り外して
交換する機会は少ないので、スロットマシンの本体所定箇所に固設されている。これに対
して遊技制御基板４０や演出制御基板９０等は、機種変更の際には交換が必要となるため
、その際には本体から取り外される。つまり、遊技制御基板４０を取り外す際には遊技用
電子部品及びドア開放検出スイッチ２５との接続を解除する必要があるため、遊技用電子
部品及びドア開放検出スイッチ２５と遊技制御基板４０とは中継基板を経由して接続され
ているとともに、これら基板同士及び基板と遊技用電子部品及びドア開放検出スイッチ２
５とはケーブルを介して接続されている。またケーブルと基板とは、ケーブルの端部に設
けられたケーブル側コネクタと基板の配線パターンと電気的に接続された基板側コネクタ
との接続により電気的に接続されている。
【００８２】
　具体的に説明すると、１枚ＢＥＴスイッチ５、ＭＡＸＢＥＴスイッチ６、スタートスイ
ッチ７、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ、投入メダルセンサ３１、ドア開放検出スイ
ッチ２５は、操作部中継基板１１０を経由して遊技制御基板４０と配線接続され、リール
モータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒ及びリールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒは、リール中継
基板１２０を経由して遊技制御基板４０と配線接続され、ホッパーモータ３４ｂ及び払出
センサ３４ｃは、電源基板１０１を経由して遊技制御基板４０と配線接続され、演出制御
基板９０は、演出中継基板８０を経由して遊技制御基板４０と配線接続されている。
【００８３】
　操作部中継基板１１０、リール中継基板１２０、電源基板１０１、演出制御基板９０に
は、遊技制御基板４０と各電子部品とを接続するための配線パターン（図示略）が設けら
れており、各電子部品から遊技制御基板４０に対して出力される検出信号または遊技制御
基板４０から供給（入力）される電力や信号等を中継可能とされている。
【００８４】
　また、このように各種電子部品と遊技制御基板４０とを、スロットマシン１の本体（本
実施例では、筐体）所定箇所に取り付けた各中継基板１１０、１２０、１００、８０を経
由して配線接続することで、遊技制御基板４０からスロットマシン１の本体所定箇所に個
々に配設される複数の電子部品との配線の取りまとめが容易になるとともに、コネクタ接
続部が常に中継基板または遊技制御基板４０に設けられることになり、これにより各電子
部品それぞれのコネクタ接続部が固定されるため、配線接続作業時においてコネクタ接続
部を探したり、接続する配線の種類を間違うこと等が防止される。
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【００８５】
　遊技制御基板４０と操作部中継基板１１０とは、ケーブル６００ａを介して接続され、
遊技制御基板４０とリール中継基板１２０とは、ケーブル６００ｂを介して接続され、遊
技制御基板４０と電源基板１０１とは、ケーブル６００ｃを介して接続されており、また
、遊技制御基板４０と演出中継基板８０とは、ケーブル６００ｄを介して接続されている
。
【００８６】
　操作部中継基板１１０と１枚ＢＥＴスイッチ５とはケーブル６０１ａを介して接続され
、操作部中継基板１１０とＭＡＸＢＥＴスイッチ６とはケーブル６０１ｂを介して接続さ
れ、操作部中継基板１１０とスタートスイッチ７とはケーブル６０１ｃを介して接続され
、操作部中継基板１１０とストップスイッチ８Ｌとはケーブル６０１ｄを介して接続され
、操作部中継基板１１０とストップスイッチ８Ｃとはケーブル６０１ｅを介して接続され
、操作部中継基板１１０とストップスイッチ８Ｒとはケーブル６０１ｆを介して接続され
、操作部中継基板１１０と投入メダルセンサ３１とはケーブル６０１ｇを介して接続され
、操作部中継基板１１０とドア開放検出スイッチ２５とはケーブル６０１ｑを介して接続
されている。
【００８７】
　また、リール中継基板１２０とリールモータ３２Ｌとはケーブル６０１ｈを介して接続
され、リール中継基板１２０とリールモータ３２Ｃとはケーブル６０１ｊを介して接続さ
れ、リール中継基板１２０とリールモータ３２Ｒとはケーブル６０１ｌを介して接続され
ている。また、リール中継基板１２０とリールセンサ３３Ｌとはケーブル６０１ｉを介し
て接続され、リール中継基板１２０とリールセンサ３３Ｃとはケーブル６０１ｋを介して
接続され、リール中継基板１２０とリールセンサ３３Ｌとはケーブル６０１ｍを介して接
続されている。また、電源基板１０１とホッパーモータ３４とはケーブル６０１ｎを介し
て接続され、電源基板１０１と払出センサ３５とはケーブル６０１ｏを介して接続され、
演出中継基板８０と演出制御基板９０とはケーブル６０１ｐを介して接続されている。
【００８８】
　これら各ケーブル６００ａ～６００ｃ、６０１ａ～６０１ｏ、６０１ｑは、各基板に対
してコネクタ接続されており、基板との配線接続を解除可能となっている。具体的には、
ケーブル６００ａの両端には、ケーブル側コネクタ６１０ａ、６１１ａが設けられており
、一方のケーブル側コネクタ６１０ａは、遊技制御基板４０に固設された基板側コネクタ
６２０ａに接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ６１１ａは、操作部中
継基板１１０に固設された基板側コネクタ６２１ａに接続可能なコネクタである。ケーブ
ル６００ｂの両端には、ケーブル側コネクタ６１０ｂ、６１１ｂが設けられており、一方
のケーブル側コネクタ６１０ｂは、遊技制御基板４０に固設された基板側コネクタ６２０
ｂに接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ６１１ｂは、リール中継基板
１２０に固設された基板側コネクタ６２１ｂに接続可能なコネクタである。ケーブル６０
０ｃの両端には、ケーブル側コネクタ６１０ｃ、６１１ｃが設けられており、一方のケー
ブル側コネクタ６１０ｃは、遊技制御基板４０に固設された基板側コネクタ６２０ｃに接
続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ６１１ｃは、電源基板１０１に固設
された基板側コネクタ６２１ｃに接続可能なコネクタである。ケーブル６００ｄの両端に
は、ケーブル側コネクタ６１０ｄ、６１１ｄが設けられており、一方のケーブル側コネク
タ６１０ｄは、遊技制御基板４０に固設された基板側コネクタ６２０ｄに接続可能なコネ
クタであり、他方のケーブル側コネクタ６１１ｄは、演出中継基板８０に固設された基板
側コネクタ６２１ｄに接続可能なコネクタである。
【００８９】
　また、一端が１枚ＢＥＴスイッチ５に接続されたケーブル６０１ａの他端には、操作部
中継基板１１０に固設された基板側コネクタ６２２ａに接続可能なケーブル側コネクタ６
１２ａが設けられている。一端がＭＡＸＢＥＴスイッチ６に接続されたケーブル６０１ｂ
の他端には、操作部中継基板１１０に固設された基板側コネクタ６２２ｂに接続可能なケ
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ーブル側コネクタ６１２ｂが設けられている。一端がスタートスイッチ７に接続されたケ
ーブル６０１ｃの他端には、操作部中継基板１１０に固設された基板側コネクタ６２２ｃ
に接続可能なケーブル側コネクタ６１２ｃが設けられている。一端がストップスイッチ８
Ｌに接続されたケーブル６０１ｄの他端には、操作部中継基板１１０に固設された基板側
コネクタ６２２ｄに接続可能なケーブル側コネクタ６１２ｄが設けられている。一端がス
トップスイッチ８Ｃに接続されたケーブル６０１ｅの他端には、操作部中継基板１１０に
固設された基板側コネクタ６２２ｅに接続可能なケーブル側コネクタ６１２ｅが設けられ
ている。一端がストップスイッチ８Ｒに接続されたケーブル６０１ｆの他端には、操作部
中継基板１１０に固設された基板側コネクタ６２２ｆに接続可能なケーブル側コネクタ６
１２ｆが設けられている。一端が投入メダルセンサ３１に接続されたケーブル６０１ｇの
他端には、操作部中継基板１１０に固設された基板側コネクタ６２２ｇに接続可能なケー
ブル側コネクタ６１２ｇが設けられている。一端がドア開放検出スイッチ２５に接続され
たケーブル６０１ｑの他端には、操作部中継基板１１０に固設された基板側コネクタ６２
２ｑに接続可能なケーブル側コネクタ６１２ｑが設けられている。
【００９０】
　また、一端がリールモータ３２Ｌに接続されたケーブル６０１ｈの他端及び一端がリー
ルセンサ３３Ｌに接続されたケーブル６０１ｉの他端には、リール中継基板１２０に固設
された基板側コネクタ６２２ｈに接続可能なケーブル側コネクタ６１２ｈが設けられてい
る。一端がリールモータ３２Ｃに接続されたケーブル６０１ｊの他端及び一端がリールセ
ンサ３３Ｃに接続されたケーブル６０１ｋの他端には、リール中継基板１２０に固設され
た基板側コネクタ６２２ｉに接続可能なケーブル側コネクタ６１２ｉが設けられている。
一端がリールモータ３２Ｒに接続されたケーブル６０１ｌの他端及び一端がリールセンサ
３３Ｒに接続されたケーブル６０１ｍの他端には、リール中継基板１２０に固設された基
板側コネクタ６２２ｊに接続可能なケーブル側コネクタ６１２ｊが設けられている。
【００９１】
　また、一端がホッパーモータ３４ｂに接続されたケーブル６０１ｎの他端及び一端が払
出センサ３４ｃに接続されたケーブル６０１ｏの他端には、電源基板１０１に固設された
基板側コネクタ６２２ｋに接続可能なケーブル側コネクタ６１２ｋが設けられている。
【００９２】
　また、ケーブル６０１ｐの両端には、ケーブル側コネクタ６１２ｐ、６１３ｐが設けら
れており、一方のケーブル側コネクタ６１２ｐは、遊技制御基板４０に固設された基板側
コネクタ６２２ｐに接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ６１３ｐは、
演出制御基板９０に固設された基板側コネクタ６２３ｐに接続可能なコネクタである。
【００９３】
　尚、本実施例では、各電子部品からはコネクタを介すことなく配線が延出されているが
、コネクタを介して配線と接続されていても良い。
【００９４】
　上述のように、各基板と各ケーブルとは、基板側に設けられる基板側コネクタ６２０ａ
～６２０ｄ、６２１ａ～６２１ｄ、６２２ａ～６２２ｋ、６２２ｐ、６２２ｑ、６２３ｐ
と、ケーブル側に設けられるケーブル側コネクタ６１０ａ～６１０ｄ、６１１ａ～６１１
ｄ、６１２ａ～６１２ｋ、６１２ｐ、６１２ｑ、６１３ｐとからなる一対のコネクタ（雄
コネクタと雌コネクタ）を介して配線接続されており、基板側コネクタからケーブル側コ
ネクタを抜脱することにより配線接続を解除することができるようになっている。特に、
遊技制御基板４０、操作部中継基板１１０、リール中継基板１２０、電源基板１０１、演
出制御基板９０は、スロットマシン１の筐体または前面扉の所定箇所に取り付けられてい
ることで、基板側コネクタからケーブル側コネクタを抜脱しやすいので、遊技制御基板４
０や演出制御基板９０の交換が容易に行うことができる。
【００９５】
　まず第１の電子部品に関して具体的に説明すると、１枚ＢＥＴスイッチ５、ＭＡＸＢＥ
Ｔスイッチ６または投入メダルセンサ３１と遊技制御基板４０との間に設けられるケーブ
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ルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込
み器具から遊技制御基板４０にＢＥＴ信号が不正に出力されると、賭数の設定操作が行わ
れていないのにメイン制御部４１にを行うことなく賭数が設定される虞がある。スタート
スイッチ７と遊技制御基板４０との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかの
コネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板４０に
スタート信号が不正に出力されると、ゲームの開始操作を行うことなくゲームが開始され
る虞がある。ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒと遊技制御基板４０との間に設けられる
ケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該
打ち込み器具から遊技制御基板４０にストップ信号が不正に出力されると、停止操作を行
うことなくリールの回転が停止される虞がある。リールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒと
遊技制御基板４０との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打
ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板４０にリール回転信
号が不正に出力されると、リールを回転させることなく各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの表示
結果の導出や入賞の判定等が行われる虞がある。払出センサ３４ｃと遊技制御基板４０と
の間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネク
タが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板４０にメダル払出信号が不正に出力され
ると、メダルを払い出すことなくメダルの計数が行われる虞がある。
【００９６】
　第２の電子部品に関して具体的に説明すると、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒと
遊技制御基板４０との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタでの
接続が解除されて遊技制御基板４０から出力される駆動信号を打ち込み器具等で取得でき
ることになると、リールの駆動信号が遊技制御基板４０から出力されたタイミングを打ち
込み器具側で特定できるので、本来リールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒから遊技制御基
板４０に入力されるリール回転検出信号を、打ち込み器具からリール回転後の適正なタイ
ミングで出力されてしまう虞がある。また、ホッパーモータ３４ｂと遊技制御基板４０と
の間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタでの接続が解除されて遊
技制御基板４０から出力される駆動信号を打ち込み器具等で取得できることになると、ホ
ッパータンクの駆動信号が遊技制御基板４０から出力されたタイミングを打ち込み器具側
で特定できるので、本来払出センサ３５から遊技制御基板４０に入力される払出メダル検
出信号を、打ち込み器具からホッパータンクの駆動後の適正なタイミングで出力されてし
まう虞がある。
【００９７】
　このように、ゲームの進行に応じて第１の電子部品から出力され、本来であれば遊技制
御基板４０に入力される信号が打ち込み器具から出力された場合、メイン制御部４１は該
信号の受信に基づいてゲームを進行する制御を行うことができるとともに、ゲームの進行
に応じて遊技制御基板４０から出力され、本来であれば第２の電子部品に入力される信号
が打ち込み器具に入力された場合、打ち込み器具側では、メイン制御部４１がリールモー
タやホッパーモータの駆動後に出力する信号の出力タイミング等を特定可能となり、これ
に基づいて新たな信号がメイン制御基板４０に入力された場合には、メイン制御部４１は
該信号の受信に基づいてゲームを進行する制御を行うことができるので、ゲームを自動的
に進行させるといった不正行為が実施される虞がある。よって、本実施例では、打ち込み
器具の接続による不正行為を防止する種々の対策が施されている。
【００９８】
　また、ドア開放検出スイッチ２５と遊技制御基板４０との間に設けられるケーブルのコ
ネクタのうちいずれかのコネクタでの接続が解除されると、前面扉２ｂが開放された際に
、その旨を遊技制御基板に搭載されたメイン制御部４１が検出することができず、ドア開
放報知やドア開放信号の出力が行われなくなるため、前面扉２ｂが開放されて不正行為が
なされてもその発見が遅れてしまう虞がある。よって、本実施例では、ドア開放検出スイ
ッチ２５と遊技制御基板４０との間に設けられるコネクタ同士の接続の解除を困難とする
ための対策が施されている。
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【００９９】
　遊技制御基板４０から外部出力基板１０００に対しては、賭数の設定に用いられたメダ
ル数を示すメダルＩＮ信号、入賞の発生により遊技者に付与されたメダル数を示すメダル
ＯＵＴ信号、遊技状態が後述するレギュラーボーナス中の旨を示すＲＢ中信号、遊技状態
が後述するビッグボーナス中の旨を示すＢＢ中信号、前面扉２ｂが開放中の旨を示すドア
開放信号、後述する設定変更モードに移行している旨を示す設定変更信号、メダルセレク
タの異常を示す投入エラー信号、ホッパーユニット（図示略）の異常を示す払出エラー信
号がそれぞれ出力される。
【０１００】
　尚、本実施例では、チャレンジタイム（リールの滑りコマ数が制限されるものの、全て
の小役について入賞が許容される遊技状態）や、チャレンジタイムが高確率となるチャレ
ンジボーナスを搭載していないが、これらの遊技状態を搭載したスロットマシンとの共通
化を図るため、遊技制御基板４０と外部出力基板１０００との間には、上記の信号を出力
する信号線に加えて、遊技状態がチャレンジタイム中の旨を示すＣＴ中信号、遊技状態が
チャレンジボーナス中の旨を示すＣＢ中信号を出力する信号線が接続されており、さらに
将来拡張する可能性のあるエラー出力用の信号線が接続されている。
【０１０１】
　本実施例では、遊技制御基板４０と遊技用電子部品との間のコネクタ接続の解除を規制
することで、打ち込み器具の接続を困難としている。具体的には、遊技制御基板４０と投
入メダルセンサ３１との間のコネクタ接続、すなわち遊技制御基板４０の基板側コネクタ
６２０ａとケーブル６００ａのケーブル側コネクタ６１０ａとの接続、ケーブル６００ａ
のケーブル側コネクタ６１１ａと操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２１ａとの接
続、操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２２ｇとケーブル６０１ｇのケーブル側コ
ネクタ６１２ｇとの接続についてこれらコネクタ同士の接続の解除を規制している。基板
側コネクタ６２０ａとケーブル側コネクタ６１０ａとの接続は、コネクタ規制部材５００
によってその解除が規制され、ケーブル側コネクタ６１１ａと基板側コネクタ６２１ａと
の接続、及び基板側コネクタ６２２ｇとケーブル側コネクタ６１２ｇとの接続は、コネク
タ規制部材６５０によってその解除が規制されるようになっている。
【０１０２】
　また、遊技制御基板４０とドア開放検出スイッチ２５との間のコネクタ接続の解除を規
制することで、遊技制御基板４０とドア開放検出スイッチ２５との接続の解除を困難とし
ている。具体的には、遊技制御基板４０とドア開放検出スイッチ２５との間のコネクタ接
続、すなわち遊技制御基板４０の基板側コネクタ６２０ａとケーブル６００ａのケーブル
側コネクタ６１０ａとの接続、ケーブル６００ａのケーブル側コネクタ６１１ａと操作部
中継基板１１０の基板側コネクタ６２１ａとの接続、操作部中継基板１１０の基板側コネ
クタ６２２ｑとケーブル６０１ｑのケーブル側コネクタ６１２ｑとの接続についてこれら
コネクタ同士の接続の解除を規制している。基板側コネクタ６２０ａとケーブル側コネク
タ６１０ａとの接続は、コネクタ規制部材５００によってその解除が規制され、ケーブル
側コネクタ６１１ａと基板側コネクタ６２１ａとの接続、及び基板側コネクタ６２２ｑと
ケーブル側コネクタ６１２ｑとの接続は、コネクタ規制部材６５０によってその解除が規
制されるようになっている。
【０１０３】
　また、遊技制御基板４０と演出制御基板９０の間のコネクタ接続の解除を規制すること
で、遊技制御基板４０と演出制御基板９０との接続の解除を困難としている。具体的には
、遊技制御基板４０と演出制御基板９０との間のコネクタ接続、すなわち遊技制御基板４
０の基板側コネクタ６２０ｄとケーブル６００ｄのケーブル側コネクタ６１０ｄとの接続
、ケーブル６００ｄのケーブル側コネクタ６１１ｄと演出中継基板８０の基板側コネクタ
６２１ｄとの接続、演出中継基板８０の基板側コネクタ６２２ｐとケーブル６０１ｐのケ
ーブル側コネクタ６１２ｐとの接続、ケーブル６０１ｐのケーブル側コネクタ６１３ｐと
演出制御基板９０の基板側コネクタ６２３ｐとの接続についてこれらコネクタ同士の接続
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の解除を規制している。基板側コネクタ６２０ｄとケーブル側コネクタ６１０ｄとの接続
は、コネクタ規制部材５００ｂによってその解除が規制され、ケーブル側コネクタ６１１
ｄと基板側コネクタ６２１ｄとの接続、及び基板側コネクタ６２２ｄとケーブル側コネク
タ６１２ｄとの接続、ケーブル側コネクタ６１３ｐと基板側コネクタ６２３ｐとの接続は
、それぞれ図示しないコネクタ規制部材によってその解除が規制されるようになっている
。
【０１０４】
　これらコネクタ規制部材は、互いに接続された基板側コネクタからのケーブル側コネク
タの抜脱を規制可能に構成され、コネクタでの接続に関わる解除規制部位を破壊しない限
り、解除不能とする接続解除規制状態を形成するもの、つまりは接続解除規制状態を解除
した場合にその痕跡が残るように構成されていれば、その形態は任意であり、種々に変更
可能である。
【０１０５】
　具体的には、例えば基板側コネクタ及びケーブル側コネクタとは別個に形成され、両コ
ネクタを接続した状態で装着することでコネクタの抜脱を規制することが可能なカバー体
であっても良いし、あるいは、基板側コネクタまたはケーブル側コネクタのうち少なくと
も一方に設けられ、コネクタ同士を互いに接続したときに互いに離脱不能に係止する係止
部等であっても良いし、あるいは基板側コネクタが搭載される基板を収納可能な基板収納
ケース等に設けられ、基板収納ケースにて基板を収納して封止状態としたときにコネクタ
の抜脱を規制する接続解除規制状態を形成する規制部等であっても良いし、あるいは互い
に接続されたコネクタ同士を接着する接着剤等であっても良い。
【０１０６】
　次に、遊技制御基板４０を収納する基板ケース２００（収納ケース）及びコネクタ規制
部材５００の詳細な構造について説明する。
【０１０７】
　図４は、基板ケース２００の構成を示す分解斜視図である。図５は、基板ケースを示す
斜視図である。図６は、基板ケースの上部ケース及び下部ケースの要部を示す斜視図であ
る。図７は、（ａ）は基板ケースの係止部を示す拡大斜視図であり、（ｂ）は（ａ）のＡ
－Ａ断面図である。図８は、基板ケースを示す平面図である。図９は、図８のＢ－Ｂ断面
図である。図１０は、図８のＣ－Ｃ断面図である。図１１は、基板ケース及び基板ケース
をスロットマシンの本体に取り付けるための取付ベースを示す分解斜視図である。図１２
は、基板ケースが取付ベースに取り付けられた状態を示す斜視図である。図１３は、図１
２のＤ－Ｄ断面図である。図１４は、封止状態を解除した状態を示す図である。図１５は
、コネクタ規制部材を構成する取付側部材及びコネクタカバーの要部拡大斜視図である。
図１６は、（ａ）は図１５のＥ－Ｅ断面図であり、（ｂ）（ｃ）は、図１５のＦ－Ｆ断面
図である。図１７は、基板ケースを取付ベースに組み付け、更に取付側部材に対してコネ
クタカバーを装着した状態を示す斜視図である。図１８は、（ａ）は図１７のＧ－Ｇ断面
図であり、（ｂ）は、図１７のＨ－Ｈ断面図である。
【０１０８】
　基板ケース２００は、図４に示すように、回路基板の一例である遊技制御基板４０の裏
面側を覆う基体としての下部ケース２０１と、遊技制御基板４０の実装面（搭載面）側を
覆う蓋体としての上部ケース２０２と、から構成され、遊技制御基板４０を挟持するよう
に組み付けられるものである。尚、遊技制御基板４０の実装面４０ａには、特に図示はし
ないが、ＣＰＵ４１ａ、ＲＯＭ４１ｂ、ＲＡＭ４１ｃ等の電子素子や、他の基板からのケ
ーブルの一端に設けられたケーブル側コネクタ等が接続される基板側コネクタ６２０ａ～
６２０ｄ等が多数実装されている（図１８参照）。
【０１０９】
　下部ケース２０１は、透明な熱可塑性合成樹脂からなり、略長方形状に形成される底板
２０１ａと、該底板２０１ａの長辺に沿って立設された一対の側壁２０１ｂ、２０１ｂ及
び一方の短辺に沿って立設された側壁２０１ｃと、により上面及び一短辺側が開放する直
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方体状に成形されている。つまり、底板２０１ａの一辺を除く３辺に側壁２０１ｂ、２０
１ｃが設けられている。
【０１１０】
　下部ケース２０１の側壁２０１ｃには、後述する上部ケース２０２の係止片２３２、２
３２が係止される組付係止切欠としての係止穴２１１、２１１が長手方向の両側に形成さ
れている。また、一対の側壁２０１ｂ、２０１ｂにおける側壁２０１ｃと反対側の端部に
は、後述する上部ケース２０２の係合片２３２、２３２が係合する係合溝２１０、２１０
が形成されている。係合溝２１０、２１０は直線状に形成されるとともに、一端が側方に
開口され、係合片２３２、２３２を側方から差し込み可能になっている。
【０１１１】
　また、下部ケース２０１の底板２０１ａの裏面における側壁２０１ｃ寄りの両長辺側端
には、後述する取付側部材５１０、５１０の係止片５１１、５１１が係合する係合溝２１
２、２１２がそれぞれ形成されている。
【０１１２】
　底板２０１ａにおける側壁２０１ｃと反対側の短辺の長手方向の両端部には、板状の下
部固着片２１３、２１３が外向きに延設されており、下部ケース２０１と上部ケース２０
２とが位置合わせされたときに、後述する上部ケース２０２の上部固着片２０５の上面側
において対向するようになっている。また、図６及び図７に示されるように、下部固着片
２１３、２１３の下面略中央位置には、平面視円形を成す凹部としての環状凹溝２１４、
２１４が凹設され、上部固着片２０５との溶着時において発生する気泡を収容可能とされ
ている。
【０１１３】
　一対の下部固着片２１３、２１３のうち一方の下部固着片２１３の内側近傍位置には、
板状の下部封止片２１５が外向きに突設されている。下部封止片２１５の下面には、図６
及び図１３に示されるように、下向きに突設される円柱部２１５ａが一体的に形成されて
いるとともに、下部封止片２１５及び円柱部２１５ａを上下に貫通するネジ穴２１６が形
成されている。また、この下部封止片２１５の内部には、後述する金属性のプレート２５
５ｃが埋設されている（図１３参照）。
【０１１４】
　上部ケース２０２は、透明な熱可塑性合成樹脂からなり、中央が外向きに膨出する略長
方形状の上面板２０２ａと、該上面板２０２ａの長辺に沿って立設された一対の側壁２０
２ｂ、２０２ｂと、短辺に沿って立設された一対の側壁２０２ｃ、２０２ｄとにより、下
面が開放するとともに、両短辺側に段部２０２ｅ、２０２ｆが形成された凸型の箱状に成
形されている。
【０１１５】
　上部ケース２０２の一方の短辺の側壁２０２ｃの長手方向の両端部には、板状の上部固
着片２０５、２０５が外向きに延設され、下部ケース２０１と上部ケース２０２とが位置
合わせされたときに、下部ケース２０１の下部固着片２１３、２１３の下面側において対
向するようになっている。上部固着片２０５は、具体的には図６及び図７に示されるよう
に、側壁２０２ｃの外面に突設された保護片２０３と一体に形成されており、側壁２０２
ｃの下端と該上部固着片２０５の上面との間に、下部固着片２１３が挿通可能な挿通穴２
０４が形成されるように設けられている。
【０１１６】
　保護片２０３は、上下方向を向く一対の垂直片部２０３ａ、２０３ａと、これら一対の
垂直片部２０３ａ、２０３ａの下端から外向きに連設される平面視略コ字形をなす水平片
部２０３ｂとからなり、この水平片部２０３ｂの下部に上部固着片２０５が略水平に固着
されている。つまり、上部固着片２０５の三辺に沿うように水平片部２０３ｂが設けられ
るとともに、水平片部２０３ｂの上端面が、図７（ｂ）に示されるように、挿通穴２０４
に差し込まれた下部固着片２１３の上面とほぼ同高さとなるように形成されているため、
後述するように互いに溶着された下部固着片２１３と上部固着片２０５との対向面側部が
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水平片部２０３ｂにより外側から被覆されるようになっている。
【０１１７】
　また、上部固着片２０５の側方に、上下方向を向く一対の垂直片部２０３ａ、２０３ｂ
が配設されることで、後述するように互いに溶着された下部固着片２１３と上部固着片２
０５との固着状態を解除するために、下部固着片２１３と上部固着片２０５とを根元で、
つまり側壁２０２ｃの外面に沿って切断しようとする際に、側壁２０２ｃの外面から突設
されている垂直片部２０３ａ、２０３ｂが邪魔になることで、保護片２０３により切断が
困難とされている。尚、これら下部固着片２１３と上部固着片２０５とは、特殊封止状態
を形成する第１の組付固着手段の一部を構成している。
【０１１８】
　また、一対の上部固着片２０５、２０５の間には、１つの上部封止片２３０及び４つの
取付封止片２３１ａ～２３１ｄが外方に突出して設けられている。上部封止片２３０は、
下部ケース２０１と上部ケース２０２とが位置合わせされたときに下部封止片２１５に対
向する位置に設けられ、取付封止片２３１ａ～２３１ｄは、側壁２０２ｃの長手方向に沿
って等間隔に配置され、後述する固着部材５５０の各固着孔２５６に対向する位置に設け
られている。
【０１１９】
　上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～２３１ｄは、図６及び図１３に示されるよ
うに、後述する特殊ネジ２８０ａ～２８０ｄを挿通可能な円筒状部と、筒状部と側壁２０
２ｃとを連接する縦断面略十字形（図１０参照）の連接部（上部ケース２０２の一部）２
７０とで構成されている。そして、連接部２７０を介して円筒状部が側壁２０２ｃから所
定距離離間した状態で配置されている。よって、連接部２７０をニッパ等の工具で切断で
きる。また、連接部２７０は、上部ケース２０２の一側縁である側壁２０２ｃの外面から
外方に向けて複数設けられ、各連接部２７０の先端に円筒状部である上部封止片２３０及
び取付封止片２３１ａ～２３１ｄが設けられていることになる。
【０１２０】
　上部ケース２０２において、上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～２３１ｄそれ
ぞれには、特殊ネジ２８０ａ～２８０ｅが封入されている。上部封止片２３０及び取付封
止片２３１ａ～２３１ｄにおける円筒状部は、上面が開口する有底円筒状に形成され、内
部に特殊ネジ２８０ａ～２８０ｅを収納可能な大きさを有しており、特殊ネジ２８０ａ～
２８０ｅの上部を収納可能な大きさに形成されているとともに、底部には、特殊ネジ２８
０ａ～２８０ｅの頭部の直径よりも小径の取付孔２８１が形成されている。取付孔２８１
は、封止状態において、ネジ穴２１６及び各固着孔２５６の対向位置に配置される。なお
、上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～２３１ｄには、特殊ネジ２８０ａ～２８０
ｅをネジ止めするときに特殊ネジ２８０ａ～２８０ｄを位置決めするための仮係止部（位
置決め部）が設けられていることが好ましい。
【０１２１】
　上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～２３１ｄの上面には、円盤状のキャップ２
９０ａ～２９０ｅが被せられている。図５に示されるように、各キャップ２９０ａ～２９
０ｅの中央部には、スクリュードライバ等を挿入可能な開口（操作穴）２９１が設けられ
ているとともに、互いに隣り合うキャップ２９０ａ～２９０ｅ同士は接続片により接続さ
れて一体化されている。尚、これら各キャップ２９０ａ～２９０ｅは別個に設けられてい
てもよい。
【０１２２】
　各キャップ２９０ａ～２９０ｅは、上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～２３１
ｄの円筒状部の上部開口端縁に形成された環状の段部内に嵌合されるようになっていると
ともに、上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～２３１ｄとキャップ２９０ａ～２９
０ｅとの接合をより強固にするために、キャップ２９０ａ～２９０ｅと上部封止片２３０
及び取付封止片２３１ａ～２３１ｄとの間に接着剤を塗布したり、キャップ２９０ａ～２
９０ｅと上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～２３１ｄとを溶着したりする。
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【０１２３】
　なお、各キャップ２９０ａ～２９０ｅに下端に係止爪が形成された一対の係止片を設け
、係止爪を上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～２３１ｄの内面に形成された段部
に係止することによって、キャップ２９０ａ～２９０ｅが上部封止片２３０及び取付封止
片２３１ａ～２３１ｄの上面開口を閉塞するように保持されるようにしてもよい。
【０１２４】
　通常、上部ケース２０２の表面において、上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～
２３１ｄの近傍には、上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～２３１ｄのそれぞれを
識別可能な記号（例えば、数字の１，２，３，４）が付されている（図示略）。そして、
例えば「１」に対応する特殊ネジ（例えば、特殊ネジ２８０ｄ）が最初に使用される。
【０１２５】
　図１３（ｂ）に示すように、特殊ネジ２８０ａ～２８０ｅは、頭部２８５から一方に延
びるネジ部２８３（結合部）と、ネジ部２８３と一体形成された頭部２８５とを有し、さ
らに、頭部２８５の上部にスクリュードライバ等の工具の先端が嵌り込む係合部分（例え
ば、十字形）を有する上部部材（工具で操作される操作部）２８４を有する。頭部２８５
と上部部材２８４とは連結部２８７を介して結合しているが、連結部２８７は、頭部２８
５および上部部材２８４の径よりも小径に形成されている。連結部２８７は、上部部材２
８４に加えられる捻れ荷重が所定値を越えると切断されるように形成されている。
【０１２６】
　また、ネジ部２８３の延長方向の中途には、括れ部２８６が設けられている。図１３（
ｂ）に示す例では、ネジ部２８３において、括れ部２８６よりも下方でネジが切られ、括
れ部２８６よりも上方ではネジが切られていない。
【０１２７】
　例えば、特殊ネジ２８０ｄで固着部を固着する場合には、キャップ２９０ｄの開口２９
１からスクリュードライバ等の工具を差し込み、スクリュードライバ等の工具で上部部材
２８４を回転させることによって、ネジ部２８３がネジ穴２１６に挿入されていく。ネジ
部２８３の先端がネジ穴２１６の最深部に達した後、さらにスクリュードライバ等の工具
を回転させ、所定値を越える捻れ荷重を上部部材２８４に加えると、頭部２８５と上部部
材２８４との間の連結部２８７が切断される（図１３（ａ）参照）。
【０１２８】
　なお、特殊ネジ２８０ｄは、金属製でもよいが、頭部２８５と上部部材２８４とを分離
しやすくするために合成樹脂製でもよい。
【０１２９】
　従って、その状態では、特殊ネジ２８０ｄによって固着部が固着されるとともに、特殊
ネジ２８０ｄから切り離された上部部材２８４が、取付封止片２３１ｄの内部空間に残る
。取付封止片２３１ｄの上面にはキャップ２９０ｄが被せられているので、上部部材２８
４は、取付封止片２３１ｄの内部空間に閉じこめられる（図１３（ａ）参照）。
【０１３０】
　すると、固着部を固着している固着を取り外すために、キャップ２９０ｄに設けられて
いる開口２９１から何らかの工具を差し込んでも、その工具は、頭部２８５に到達するこ
とはできない。つまり、不正に特殊ネジ２８０ｄによる固着を解除しようとしても、固着
を解除することは困難である。
【０１３１】
　なお、ここでは、特殊ネジ２８０ｄによって固着部を固着して取付状態を実現する場合
について説明したが、特殊ネジ２８０ａ～２８０ｃによって、取付封止片２３１ａ～２３
１ｃと固着部材２５５とからなる固着部を固着して取付状態を実現する場合、及び上部封
止片２３０と下部封止片２１５とからなる固着部を固着して封止状態を実現する場合につ
いても、特殊ネジ２８０ｄによって取付封止片２３１ｄと固着部材２５５とからなる固着
部を固着する場合と同様に処理が実行される。
【０１３２】
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　図５に戻って、上部ケース２０２の側壁２０２ｂ、２０２ｂの外面における側壁２０２
ｃ側端部には、下部ケース２０１の係合溝２１０、２１０に係合可能な係合片２４５、２
４５が突設されている。係合片２４５、２４５は、側壁２０２ｃの下端辺に対して平行に
長手方向に向けて直線状に延設されており、係合溝２１０、２１０の一端開口から差し込
まれることにより、下部ケース２０１に対する上部ケース２０２の離脱が規制されるよう
になっている（図６参照）。
【０１３３】
　また、上部ケース２０２の他方の短辺の側壁２０２ｄには、下部ケース２０１の他方の
短辺の側壁２０１ｃに形成された係止穴２１１、２１１に挿通して係止される係止片２３
２、２３２が、それぞれ外向きに突設されている。
【０１３４】
　このように構成される基板ケース２００は、図４中１点鎖線で示されるように、下部ケ
ース２０１の底板２０１ａ上面と、上部ケース２０２の上面板２０２ａ裏面とを対向させ
た状態で、下部ケース２０１の側壁２０１ｃと反対側の短辺の開口部、つまり側壁がない
一辺側から上部ケース２０２の一方の端部がはみ出すように、上部ケース２０２の側壁２
０２ｂ、２０２ｃを下部ケース２０１の底板２０１ａに当接し、その状態で下部ケース２
０１の内部に向けて（図４中左側）長手方向にスライドさせることで、一方の短辺では、
係止片２３２、２３２が係止穴２１１、２１１内に挿通して係止され、他方の短辺では、
下部固着片２１３、２１３が挿通穴２０４、２０４内に挿通して上部固着片２０５、２０
５の上面側に配置されるとともに、係合溝２１０、２１０内に係合片２４５、２４５が係
合され、これら係止作用により、下部ケース２０１からの上部ケース２０２の離脱、つま
り浮き上がりが規制されるようになっている。
【０１３５】
　上部ケース２０２の両短辺側の段部２０２ｅ、２０２ｆには、それぞれ凹部２０２ｇ、
２０２ｈが形成されているとともに、段部２０２ｅの凹部２０２ｇの底面には、後述する
ように上部ケース２０２の裏面側に取り付けられる遊技制御基板４０の基板側コネクタ６
２０ｄに対応する箇所に基板側コネクタ６２０ｄを挿通可能な挿通孔２４６ｂが形成され
ており、段部２０２ｆの凹部２０２ｈの底面には、遊技制御基板４０の基板側コネクタ６
２０ａに対応する箇所に基板側コネクタ６２０ａを挿通可能な挿通孔２４６ａが形成され
ている。
【０１３６】
　図４に示されるように、このように構成された上部ケース２０２の裏面側には、遊技制
御基板４０が、４つの取付ネジ２３５によって四隅を止着することにより取り付けられる
。遊技制御基板４０は、電子部品等が実装（搭載）される実装面４０ａ（搭載面）を上部
ケース２０２の裏面に対向させた状態で、上部ケース２０２の裏面側に取り付けられ、取
り付けられた状態において、特に図９に示されるように、実装面４０ａの反対側面である
裏面が側壁２０２ｂ～２０２ｄの下端よりも上方に位置するように収容される。
【０１３７】
　また、遊技制御基板４０のさらに裏面側には、該遊技制御基板４０の裏面を被覆する基
板カバー２４０が取り付けられる。基板カバー２４０は、透明な合成樹脂により構成され
る被覆板２４０ａと、該被覆板２４０ａの一長辺部及び二短辺部に設けられるリブ２４０
ｂとにより構成されている。基板カバー２４０は、遊技制御基板４０と短辺とほぼ同寸に
形成される長辺と、長辺よりも短寸の短辺とにより長方形状に形成され、遊技制御基板４
０の裏面における一方の端部、つまり上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～２３１
ｄが形成されている固着部側の端部を被覆可能な大きさに形成されている。
【０１３８】
　尚、本実施例の基板カバー２４０は、遊技制御基板４０の裏面における固着部側の端部
のみ、つまり裏面の一部を被覆可能な大きさに形成されているが、遊技制御基板４０の裏
面全域を被覆可能な大きさに形成してもよい。
【０１３９】



(26) JP 5361215 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

　図９に示されるように、基板カバー２４０の裏面には、取付ネジ２３５が取り付けられ
る取付穴２４１を有する凹部２４１ａが形成され、取付ネジ２３５の頭部を収容可能にな
っている。また、一対の短辺には、上部ケース２０２の側壁２０２ｂ、２０２ｂ下端に形
成される位置決め凹部２４３、２４３（図６参照）に嵌合される位置決め片２４２、２４
２が外向きに突設され、取り付け時において上部ケース２０２に対する基板カバー２４０
の取付位置が決定されるようになっている。
【０１４０】
　この基板カバー２４０は、上部ケース２０２の裏面に取り付けられた遊技制御基板４０
の裏面における固着部側の端部を被覆するように取り付けられ、取り付けられた状態にお
いて、その裏面が上部ケース２０２の側壁２０２ｂ～２０２ｄの下端面とほぼ面一となる
。従って、後述するように下部ケース２０１の上面が上部ケース２０２により閉鎖された
封止状態において、下部ケース２０１の底板２０１ａと遊技制御基板４０とにより上下か
ら挟持された状態で配置されることで、取付ネジ２３５の頭部が底板２０１ａにより被覆
された状態で装着されるため、基板ケース２００の一部を破壊しない限り封止状態を解除
して上部ケース２０２を開放しない限り、基板カバー２４０を基板ケース２００から離脱
することができなくなる。
【０１４１】
　尚、基板カバー２４０は、遊技制御基板４０を上部ケース２０２の裏面側に取り付ける
ための取付ネジ２３５を兼用して上部ケース２０２に取り付けられているが、取付ネジ２
３５とは別個のネジ等で取り付けてもよいし、あるいは遊技制御基板４０に取り付けても
よい。
【０１４２】
　取付ベース２５０は、基板ケース２００をスロットマシン１の本体をなす筐体（図示略
）に対して固着して取り付けるための取付部を構成する取付部材である。取付ベース２５
０は、合成樹脂からなり、図１１及び図１２に示すように、下部ケース２０１の底板２０
１ａよりも大きい略長方形状に形成される底板２５０ａと、該底板２５０ａの周縁辺のう
ち２つの長縁辺に沿って立設された側壁２５０ｂ、２５０ｂと、短縁辺に沿って立設され
た側壁２５０ｃ、２５０ｄにより上面が開放する直方体状に形成されている。一方の側壁
２５０ｄの中央部には切り欠き２５０ｅが形成されているとともに、底板２５０ａにおけ
る切り欠き２５０ｅから中央に向かって１対のガイド２５４、２５４が設けられている。
ガイド２５４、２５４の対向する面には、後述する固着部材２５５の両端部に形成された
係止部２５７、２５７が嵌入されるガイド溝２５４ａ、２５４ａが形成されている。また
、取付ベース２５０の底板２５０ａには、複数箇所にビス孔２５２が形成されている。
【０１４３】
　固着部材２５５は、合成樹脂からなり、上面に４カ所の固着孔２５６が形成されている
とともに、各固着孔２５６の周囲には、取付封止片２３１ａ～２３１ｄの筒状部下端が嵌
合する位置決め凹部２５６ａが形成されている。また、図１３（ａ）に示されるように、
固着部材２５５の内部において、ネジ穴２５６に相当する位置に穴部２５５ｂが設けられ
た金属製のプレート２５５ａが埋め込まれている。穴部２５５ｂの径は、特殊ネジ２８０
ａ～２８０ｄにおけるネジ部２８３の径（具体的には、括れ部２８６の直上および直下の
部分の径）、括れ部２８６の下端部よりもやや小さく、ネジ部２８３の中途に形成されて
いる括れ部２８６の径とほぼ同じである。
【０１４４】
　図１１～図１３に示すように、固着部材２５５の両端部には、係止部２５７、２５７が
形成されており、この係止部２５７、２５７を取付ベース２５０のガイド２５４、２５４
に形成されたガイド溝２５４ａ、２５４ａに対してそれぞれ嵌入することで、取付ベース
２５０に取り付けられる。また、固着部材２５５の内側辺には、底板２５０ａに形成され
た弾性係止片の先端に形成された係止爪２５８が係止される係止穴２５８ａが形成されて
おり、取付ベース２５０に取り付けられた状態で係止爪２５８が係止穴２５８ａに係止さ
れ、離脱が規制されるようになっている。
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【０１４５】
　このように固着部材２５５は、取付ベース２５０に対して着脱自在に設けられているた
め、後述するように複数回の封止を行った場合、新規な固着部材２５５に容易に交換する
ことができるようになっている。また、底板２５０ａにおける固着部材２５５の取付位置
の一側方には、下部封止片２１５の円柱部２１５ａが嵌合される嵌合穴２６０が形成され
ている。
【０１４６】
　長辺の側壁２５０ｂ、２５０ｂにおける一方の端部には、外向きに膨出する膨出部２６
１、２６１が形成されており、後述するように基板ケース２００に取り付けられるコネク
タ規制部材５００を収容可能としている。また、一方の側壁２５０ｂにおける膨出部２６
１と反対側の端部には、取り付けられた基板ケース２００に係止して浮き上がりを防止す
る係止部２６２が、側壁２５０ｂの上端から内向きに突設されている。
【０１４７】
　他方の側壁２５０ｂの長手方向の中央位置には、取付ベース２５０と、該取付ベース２
５０に取り付けられた基板ケース２００とを封印する封印シール２６３を貼着するための
シール貼着部２６４が形成されている。シール貼着部２６４は、図１２中拡大図に示され
るように、側壁２５０ｂの上端から上方に延設される垂直板２６４ａと、垂直板２６４ａ
の上端から外向きに屈曲形成される水平板２６４ｂと、から側面視略Ｌ字形に形成され、
水平板２６４ｂの上面は、取付ベース２５０に取り付けられた基板ケース２００の上面、
すなわち、上部ケース２０２の上面板２０２ａの上面と面一をなすように形成されている
。
【０１４８】
　垂直板２６４ａ内面と上部ケース２０２の側壁２０２ｂ外面との間には、下部ケース２
０１の側壁２０１ｂの肉厚分の隙間が生じるため、その隙間に板状のスペーサ２６５を差
し込んだ状態で、封印シール２６３を、上部ケース２０２の上面からシール貼着部２６４
の外面にかけて、それぞれの外面に密着できるようになっている。
【０１４９】
　短辺の側壁２５０ｃには、基板ケース２００における上部ケース２０２の係止片２３２
、２３２が係止される取付用係止穴２６６、２６６が形成されている。
【０１５０】
　コネクタ規制部材５００は、図１１及び図１２に示すように、基板ケース２００に対し
て取り付けられる取付側部材５１０と、取付側部材５１０に対して装着され、基板側コネ
クタ６２０ａに接続されたケーブル側コネクタ６１０ａの一部を被覆するコネクタカバー
５２０と、から構成され、取付側部材５１０を基板ケース２００に対して取り付け、コネ
クタカバー５２０を装着することで、基板側コネクタ６２０ａからのケーブル側コネクタ
６１０ａの抜脱が規制される。
【０１５１】
　取付側部材５１０は、透明な合成樹脂からなり基板ケース２００を構成する下部ケース
２０１及び上部ケース２０２の表面形状に沿った形状に成形されている。詳しくは、取付
側部材５１０は、上部ケース２０２の係止片２３２が設けられた短辺側に装着されるもの
であり、その形状は、基板ケース２００への取付時に上部ケース２０２における段部２０
２ｆの凹部２０２ｈの底面に当接するとともに、ケーブル側コネクタ６１０ａを逃がす切
り欠き５１２及び内側に係止孔５１３ａを有する筒状の係止孔部５１３が形成された基片
５１０ａの両端から起立する起立片５１０ｂ、５１０ｂを介して上部ケース２０２におけ
る段部２０２ｆの両端部上面に当接する上片５１０ｃ、５１０ｃが延設され、更に上片５
１０ｃ、５１０ｃの両端から垂下する側片５１０ｄ、５１０ｄを介して係止部２５７、２
５７が内向きに延設された形状であり、基板ケース２００への取付時に、取付側部材５１
０の基片５１０ａ、上片５１０ｃ、５１０ｃの基板ケース２００に対する対向面が上部ケ
ース２０２における段部２０２ｆの上面及び凹部２０２ｈの底面にそれぞれ当接するよう
になっている。
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【０１５２】
　係止孔部５１３における係止孔５１３ａの内面には、図１５に示すように、中心を挟ん
で対向する位置に係止溝５１４が、係止孔５１３ａの下端から上方に向かって設けられて
いる。係止溝５１４は、係止孔５１３ａの下端からの深さの浅い浅溝部５１４ａとそれよ
りも深い深溝部５１４ｂとからなる略Ｌ字状で、対向する係止溝５１４、５１４の浅溝部
５１４ａ、５１４ａ同士、深溝部５１４ｂ、５１４ｂ同士が、それぞれ中心を挟んで対向
する位置に形成されている。すなわち係止溝５１４、５１４は、中心を挟んで点対称に形
成されている。
【０１５３】
　コネクタカバー５２０は、透明な合成樹脂からなり、図１１及び図１２に示すように、
基板ケース２００に取り付けられた取付側部材５１０に対して取り付けた際に、基板側コ
ネクタ６２０ａに接続されたケーブル側コネクタ６１０ａの一部を被覆する断面視略コ字
状の被覆部５２１が成形されているとともに、被覆部５２１の長手方向側面の一方の側面
５２１ａに取付側部材５１０における係止孔部５１３の係止孔５１３ａの内周とほぼ同径
の係止筒５２２が接続片５２２ａを介して設けられている。
【０１５４】
　被覆部５２１の一方の側面５２１ａの下端は、取付側部材５１０に取り付けた際にその
基片５１０ａの上面に当接するとともに、側面５２１ａの背面には、リブ５２１ｂ、５２
１ｂが設けられ、そのリブ５２１ｂ、５２１ｂの下面も基片５１０ａの上面に当接するよ
うになっている。
【０１５５】
　係止筒５２２は、図１５に示すように、中心を挟んで対向する位置に、先端に外向きの
係止爪５２３ａが形成され、内方に弾性変形可能な係合部５２３、５２３が設けられてい
る。係合部５２３、５２３は、その係止爪５２３ａ、５２３ａが、コネクタカバー５２０
を基板側コネクタ６２０ａにケーブル側コネクタ６１０ａが接続されている状態で取付側
部材５１０に取り付けた際に、係止孔５１３ａに形成された係止溝５１４、５１４の浅溝
部５１４ａ、５１４ａに対して係合する位置に設けられている。
【０１５６】
　次に、下部ケース２０１と上部ケース２０２との封止状況と、コネクタ規制部材５００
の基板ケース２００への取付状況と、基板ケース２００の筐体への取付状況とについて説
明する。
【０１５７】
　まず、基板ケース２００を構成する下部ケース２０１及び上部ケース２０２の内部に遊
技制御基板４０を収容して封止状態とする場合について説明する。
【０１５８】
　まず、図４に示されるように、上部ケース２０２の裏面側に、取付ネジ２３５を介して
遊技制御基板４０を取り付ける。この際、遊技制御基板４０の実装面４０ａを上部ケース
２０２の裏面に対向させた状態で、遊技制御基板４０を上部ケース２０２内に嵌め込んで
位置決めし、この状態で、遊技制御基板４０の裏面側における上部封止片２３０及び取付
封止片２３１ａ～２３１ｄ側に基板カバー２４０を配置する。そして、係止片２３２側の
２つの角部は取付ネジ２３５を取り付け、上部封止片２３０及び取付封止片２３１ａ～２
３１ｄ側の２つの角部は、取付ネジ２３５を基板カバー２４０の裏側からネジ穴２４１に
取り付け、遊技制御基板４０とともに上部ケース２０２のネジ穴（図示略）に取り付ける
。
【０１５９】
　このように、上部ケース２０２の裏面側に、実装面４０ａが被覆されるように遊技制御
基板４０を取り付けた状態で収容することで、万が一上部ケース２０２が不正に開放され
た場合でも、上部ケース２０２から遊技制御基板４０を取り外さない限り、実装面４０ａ
に実装された電子部品に不正行為を施すことができなくなるので、手間がかかるようにな
る。
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【０１６０】
　次いで、上部ケース２０２の裏面側に取り付けられた遊技制御基板４０及び基板カバー
２４０の裏面を、下部ケース２０１の底板２０１ａ上面と対向させ、下部ケース２０１の
側壁２０１ｃと反対側の側壁がない短辺の開口部から上部ケース２０２の一方の端部がは
み出すように、上部ケース２０２の側壁２０２ｂ、２０２ｃを下部ケース２０１の底板２
０１ａに当接し、その当接状態で上部ケース２０２を下部ケース２０１の内部側に向けて
長手方向（図４中左側に向けて）にスライドさせる。この際、一方の短辺では、係止片２
３２、２３２が係止穴２１１、２１１内に内側から挿通されて係止され、他方の短辺では
、下部固着片２１３、２１３が挿通穴２０４、２０４内に挿通して上部固着片２０５、２
０５の上面側に配置されるとともに、係合溝２１０、２１０内に係合片２４５、２４５が
係合される。
【０１６１】
　つまり、これら係止片２３２、２３２及び係止穴２１１、２１１と、下部固着片２１３
、２１３及び挿通穴２０４、２０４と、係合溝２１０、２１０及び係合片２４５、２４５
とは、下部ケース２０１に対して上部ケース２０２をスライド移動案内するスライド移動
案内手段を構成している。
【０１６２】
　そして、係合溝２１０、２１０の端部に係合片２４５、２４５が当接してスライド移動
が規制されると、下部ケース２０１に対する上部ケース２０２の位置が決定し、つまり下
部ケース２０１と上部ケース２０２とが位置合わせされた閉鎖状態（係止状態）において
、後述する封止が可能な状態となる。このように本実施例の基板ケース２００は、下部ケ
ース２０１の底板２０１ａに沿って上部ケース２０２をスライド移動させなければ、下部
ケース２０１に対して上部ケース２０２を係止または係止状態を解除することができず、
係止作用により下部ケース２０１からの上部ケース２０２の離脱、つまり浮き上がりが効
果的に規制される。
【０１６３】
　また、位置合わせされた状態において、上部封止片２３０が下部封止片２１５に対向し
て配置されるとともに、上部固着片２０５、２０５が、下部固着片２１３、２１３の上面
側に対向して配置される。
【０１６４】
　ここで、例えばメーカー等により、遊技制御基板４０を基板ケース２００内に収納して
遊技店等に出荷する際等においては、特殊固着部である上部固着片２０５、２０５と下部
固着片２１３、２１３とを固着（かしめ）して特殊封止状態としてから出荷する。
【０１６５】
　具体的には、上部固着片２０５、２０５と下部固着片２１３、２１３とを、図示しない
溶着装置を用いて超音波溶着する。図７に示されるように、上部固着片２０５の上面側に
下部固着片２１３が配置された状態において、上部固着片２０５の平坦状の上面と、下部
固着片２１３の平坦状の下面とが互いに対向して当接する。この状態で、上部固着片２０
５を図示しない溶着装置のベース上に載置した状態で、図示しないホーン等の器具により
下部固着片２１３を上面から押圧して超音波振動させる。これにより、互いに当接してい
る上部固着片２０５の平坦状の上面と下部固着片２１３の平坦状の下面とが融解変形した
後に硬化することで、図７（ｂ）に示されるように対向面が溶着されて互いに一体化され
る。
【０１６６】
　つまり、これら上部固着片２０５及び下部固着片２１３とホーン等の溶着装置とは、本
発明の第１の組付固着手段を構成している。また、溶着後において、上部固着片２０５と
下部固着片２１３とを固着する溶着装置のホーン等の器具は、特殊固着部に残ることがな
い。
【０１６７】
　尚、超音波溶着時において上部固着片２０５の上面と下部固着片２１３の下面との間に
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発生する気泡が、下部固着片２１３の下面中央に形成された環状の環状凹溝２１４内に収
容されることで、所定以上の圧力を加えなくても環状の環状凹溝２１４の周囲における密
着性が効果的に高まる。よって、上部固着片２０５と下部固着片２１３とが剥離しにくく
なるとともに、上部固着片２０５及び下部固着片２１３の側面から、上部固着片２０５の
上面と下部固着片２１３の下面との間に工具等を差し込まれにくくなる。
【０１６８】
　このように上部固着片２０５の上面と下部固着片２１３の下面とが融解変形して固着（
溶着）されて互いに一体化されるため、両者を剥離させることが極めて困難となる。そし
てこのように上部固着片２０５と下部固着片２１３とが固着されることで、下部ケース２
０１に対する上部ケース２０２のスライド移動が規制されるため、下部ケース２０１に対
する上部ケース２０２の係止状態を解除することができなくなる。すなわち、上部固着片
２０５と下部固着片２１３との固着状態を解除しない限り、上部ケース２０２を開放する
ことができない特殊封止状態が形成される。
【０１６９】
　ここで、例えば上部ケース２０２を下部ケース２０１に対して係止解除方向に強制的に
スライド移動させることで上部固着片２０５と下部固着片２１３とを剥離する場合、互い
の対向面同士が融解して変形していることから、上部固着片２０５の上面及び下部固着片
２１３の下面双方、つまり下部ケース２０１及び上部ケース２０２双方に傷や変形痕が残
ることになるため、上部ケース２０２が開放（開封）された可能性があることを確実に発
見することができる。
【０１７０】
　また、上部固着片２０５と下部固着片２１３との対向面間の側部が保護片２０３により
覆われていることで、上部固着片２０５と下部固着片２１３との対向面間に側方からカッ
ター等を差し込むことも困難となるため、剥離されにくくなる。
【０１７１】
　また、上部固着片２０５の側方に、上下方向を向く一対の垂直片部２０３ａ、２０３ｂ
が配設されることで、後述するように互いに溶着された下部固着片２１３と上部固着片２
０５との固着を解除するために、下部固着片２１３と上部固着片２０５とを根元で、つま
り側壁２０２ｃの外面に沿って切断しようとする際に、側壁２０２ｃの外面から突設され
ている垂直片部２０３ａ、２０３ｂが邪魔になるため、これら保護片２０３により切断が
困難となる。
【０１７２】
　また、上部ケース２０２は、位置合わせされた状態から下部ケース２０１に対して係止
解除方向にスライド移動させなければ下部ケース２０１から離脱させることができない構
造とされている。すなわち、下部ケース２０１に対する上部ケース２０２の離脱方向に対
して略直交する方向に向けてスライド移動案内するスライド移動案内手段を備え、このス
ライド移動案内手段によりスライド移動案内されている状態で係止されるようになってい
ることで、係止状態において上部固着片２０５と下部固着片２１３とを互いに反対側に向
けて引き離すように剥離することができないので、上部固着片２０５と下部固着片２１３
とを剥離させることが極めて困難となる。
【０１７３】
　また、従来のように基板ケース２００と同種の２つの基板ケースを入手したとしても、
いずれも上部ケース２０２を開放する際に、下部ケース２０１及び上部ケース２０２双方
に傷が残り、傷のない下部ケース２０１と上部ケース２０２とを得ることができないので
、新規な基板ケース２００を不正に構成することが極めて困難となる。
【０１７４】
　このように、上部固着片２０５と下部固着片２１３とが互いに溶着（固着）されること
で、下部ケース２０１に対する上部ケース２０２のスライド移動が規制されることになる
。すなわち、上部ケース２０２の一方の短辺に形成された係止片２３２、２３２が下部ケ
ース２０１の係止穴２１１、２１１に係止された状態で、他方の短辺の上部固着片２０５
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と下部固着片２１３とが固着されることで、下部ケース２０１の上面が上部ケース２０２
により閉鎖される特殊封止状態が構成される。この特殊封止状態は、上部ケース２０２の
上部固着片２０５及び下部ケース２０１の下部固着片２１３の固着部双方を切断（破壊）
しない限り解除することができなくなるので、上部ケース２０２が開放された場合にはそ
の痕跡、つまり基板ケース２００の一部が破壊された痕跡が確実に残り、これにより、基
板ケース２００内に収納された遊技制御基板４０に対して何らかの不正行為が行われた可
能性があることを発見することが可能となる。
【０１７５】
　尚、本実施例では、下部ケース２０１と上部ケース２０２とが閉鎖位置に位置合わせさ
れたときに、上部固着片２０５の下面と下部固着片２１３の上面とが当接するようになっ
ていたが、互いに溶着可能に配置されていれば、上部固着片２０５の下面と下部固着片２
１３の上面とが互いに離間して配置されていてもよい。この場合、例えばホーンの先端に
形成したボス（図示略）を上方の下部固着片２１３を溶解させながら下方の上部固着片２
０５まで押し込むスポット溶着等が適用可能である。
【０１７６】
　また、上述のように下部ケース２０１に対してスライド移動させることで開閉可能に構
成された基板ケース２００においては、特に図９に示されるように、封止状態において、
上部ケース２０２の側壁２０２ｃの下端面が、下部ケース２０１の底板２０１ａの上面に
当接した状態となる、つまり、側壁２０２ｃの下端面と下部ケース２０１の底板２０１ａ
の上面との間には何ら段部等が存在しないため、工具等を差し込みやすくなる可能性があ
るが、遊技制御基板４０の裏面における側壁２０２ｃ側が基板カバー２４０により被覆さ
れていることで、針金等の異物が内部に進入されても、基板カバー２４０が邪魔になって
それ以上針金等を進入させることが困難となり、実装面４０ａに対するアプローチが効果
的に規制されるため、異物等を侵入させることによる不正行為を効果的に防止することが
できる。
【０１７７】
　次に、遊技制御基板４０を封止状態とした基板ケース２００を、遊技店等においてコネ
クタ規制部材５００を取り付ける場合について説明する。
【０１７８】
　図１１に示されるように、取付側部材５１０は、その両側片５１０ｄ、５１０ｄを外方
に向かって弾性変形させ、上部ケース２０２の段部２０２ｆに装着する。そして弾性変形
を解除することで、係止片５１１を下部ケース２０１の裏面における係合溝２１２、２１
２に係合させることで取り付けられる。この際、取付側部材５１０の基片５１０ａ、上片
５１０ｃ、５１０ｃは、それぞれ上部ケース２０２の段部２０２ｆ上面、凹部２０２ｈの
底面に当接するとともに、基片５１０ａに設けられた切り欠き５１２が、上部ケース２０
２の凹部２０２ｈに設けられた挿通孔２３４ａと一致し、これら切り欠き５１２及び挿通
孔２３４ａを介して、基板ケース２００に収容された遊技制御基板４０の基板側コネクタ
６２０ａが基板ケース２００内から外部に露出するようになっている。
【０１７９】
　次に、取付ベース２５０のビス孔２５２を介して取付ネジ２５９を筐体側の壁に螺入し
、取付ベース２５０を筐体に対して固定するとともに、固着部材２５５の係止部２５７、
２５７を取付ベース２５０のガイド溝２５４ａ、２５４ａにそれぞれ嵌入し、固着部材２
５５を取付ベース２５０に対して装着する。
【０１８０】
　次に、取付側部材５１０が取り付けられた基板ケース２００を筐体内面に設けられた取
付ベース２５０に対して組み付ける状況を説明する。
【０１８１】
　詳しくは、図１１に示されるように、基板ケース２００の一端側に突出する係止片２３
２、２３２、詳しくは、下部ケース２０１の係止穴２１１、２１１内に内側から挿通され
て側壁２０１ｃの外側に突出した係止片２３２、２３２の先端を、それぞれ取付ベース２
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５０の係止穴２６６、２６６に挿入して係止した状態で、基板ケース２００の他端側を係
止片２３２、２３２側を中心として取付ベース２５０の底板２５０ａに向けて回転させる
。
【０１８２】
　そして、図１２に示されるように、取付ベース２５０の側壁２５０ｂ、２５０ｃ、２５
０ｄの内側に基板ケース２００を収容させる。この状態で、下部ケース２０１の下部封止
片２１５の下面に連設された円柱部２１５ａが、取付ベース２５０に形成された嵌合穴２
６０内に嵌合し、上部ケース２０２の上部封止片２３０及び下部ケース２０１の下部封止
片２１５が嵌合穴２６０に対向して配置されるとともに、上部ケース２０２の４つの取付
封止片２３１ａ～２３１ｄの筒状部下端が、固着部材２５５の各位置決め凹部２５６ａ内
に嵌合される。つまり、各取付封止片２３１ａ～２３１ｄが各位置決め凹部２５６ａに対
向して配置される。
【０１８３】
　この状態で、いずれかの取付封止片２３１ａ～２３１ｄの上方から、対応する固着孔２
５６に対して前述の特殊ネジ２８０ａ～２８０ｄを螺入することで、取付封止片２３１ａ
～２３１ｄと固着部材２５５とを固着（かしめ）する。
【０１８４】
　このように基板ケース２００にあっては、下部ケース２０１と上部ケース２０２とを封
止状態とする際に、上部ケース２０２を係止するための係止片２３２、２３２の先端を下
部ケース２０１の組付係止切欠としての係止穴２１１、２１１に挿通して係止するととも
に、この係止穴２１１、２１１から突出した係止片２３２、２３２を利用して、取付ベー
ス２５０に形成された取付係止切欠としての係止穴２６６、２６６に挿通して係止し、こ
の挿通係止状態を解除不能とすることで、封止状態とされた基板ケース２００を取付ベー
ス２５０に係止して取り付けることができるようになっている。従って、取付ベース２５
０に係止して取り付けるための係止片を、上部ケース２０２と下部ケース２０１とを封止
状態とするための係止片２３２、２３２とは別個に設ける必要がない、つまり封止と取り
付けとの係止片を兼用することができるため、構造が簡素化されるとともに、製造コスト
が嵩むことがない。
【０１８５】
　ここで、特殊ネジ２８０ａ～２８０ｅを用いた具体的な固着方法を説明する。図１３に
示すように、スクリュードライバ等の工具で上部部材２８４を回転させることによってネ
ジ部２８３をネジ穴２５６に挿入させ、さらにスクリュードライバ等の工具を回転させて
所定値を越える捻れ荷重を上部部材２８４に加えて頭部２８５と上部部材２８４との間の
連結部２８７を切断する。よって、特殊ネジ２８０ｄによる固着を実行した場合には、上
部部材２８４が取付封止片２３１ｄの内部空間に閉じこめられているので、キャップ２９
０ｄに設けられている開口２９１から何らかの工具を差し込んでも、その工具は、特殊ネ
ジ２８０ｄに到達することはできない。つまり、不正に特殊ネジ２８０ｄによる固着を解
除しようとしても、固着を解除することは困難である。このことは、特殊ネジ２８０ａ～
２８０ｃ，２８０ｅについても同様である。
【０１８６】
　また、固着部材２５５の内部において、ネジ穴２５６に相当する位置に穴部２５５ｂが
設けられた金属製のプレート２５５ａが埋め込まれている。穴部２５５ｂの径は、特殊ネ
ジ２８０ａ～２８０ｄにおけるネジ部２８３の径（具体的には、括れ部２８６の直上およ
び直下の部分の径）、括れ部２８６の下端部よりもやや小さく、ネジ部２８３の中途に形
成されている括れ部２８６の径とほぼ同じである。
【０１８７】
　例えば、特殊ネジ２８０ｄをネジ止めするときに、特殊ネジ２８０ｄの先端は、プレー
ト２５５ａにおける穴部２５５ｂを通過し、さらに、特殊ネジ２８０ｄにおけるネジ部２
８３は、穴部２５５ｂの外周部分を下方に押しながら穴部２５５ｂを通過する。
【０１８８】
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　固着部材２５５の内部において、プレート２５５ａは、特殊ネジ２８０ｄの先端がネジ
穴２５６の底部に達したときに、プレート２５５ａにおける穴部２５５ｂが括れ部２８６
に嵌り込むような位置に設置されている。なお、このとき、頭部２８５の下面は、取付封
止片２３１ｄの底面に当接している。従って、特殊ネジ２８０ｄがネジ止めされたときに
、括れ部２８６は、穴部２５５ｂに嵌り込んだ状態になる。すると、特殊ネジ２８０ｄを
何らかの手段で不正に外すことがより困難になる。
【０１８９】
　つまり、特殊ネジ２８０ｄ（具体的には、ネジ部２８３）を、ネジ止めしたときに回転
させた方向と逆方向（この例では、反時計回り）に回転させても、括れ部２８６がプレー
ト２５５ａで規制されて、ネジ部２８３は上方向に移動できない。つまり、プレート２５
５ａは、特殊ネジ２８０ｄがネジ穴２５６に進入した後、ネジ穴２５６から離脱するよう
な方向に移動することを規制する。
【０１９０】
　なお、ここでは、特殊ネジ２８０ｄがネジ止めされる場合について説明したが、特殊ネ
ジ２８０ａ～２８０ｃ，２８０ｅがネジ止めされる場合も、特殊ネジ２８０ｄをネジ止め
するときと同様にネジ止めされる。よって、特殊ネジ２８０ａ～２８０ｃ，２８０ｅを何
らかの手段で不正に外すこともより困難になる。なお、未だ固着に使用されていない固着
部（特殊ネジ２８０ａ～２８０ｃ，２８０ｅ）の全体が、収納手段（取付封止片２３１ａ
～２３１ｃ，２３１ｅ及びキャップ２９０ａ～２９０ｃ，２９０ｅ）に収納されているが
、取付固着手段の先端側（この例では、ネジ部２８３の先端の側）の一部は、位置合わせ
を阻害しない限り、収納手段から突出してもよい。
【０１９１】
　また、固着部材２５５の内部において、ネジ穴２５６に相当する位置に穴部２５５ｂが
設けられた金属製のプレート２５５ａが埋め込まれている（図１２および図１３参照）。
【０１９２】
　取付用固着手段としての特殊ネジ２８０による取付状態を解除して上部ケース２０２を
取付ベース２１５から取り外す場合、特殊ネジ２８０を反時計回りに回して取り外すこと
ができないので、下部ケース２０１または上部ケース２０２の一部を破壊するか、あるい
は、連接部２７０をニッパ等の工具により切断し、固着片（筒状部）に特殊ネジ２８０を
介して固着されている取付封止片２３１ａ～２３１ｄを上部ケース２０２から切り離すし
かない。
【０１９３】
　破壊または切断のいずれの方法をとるにせよ、取付状態を解除して上部ケース２０２を
取付ベース２１５から取り外した場合には、破壊または切断の痕跡が残る。図１３には、
連接部２７０を切断することによって取付封止片２３１ｄを上部ケース２０２から切り離
したときに、連接部２７０の切断痕が残っている状態が示されている。
【０１９４】
　例えば不正行為によって上部ケース２０２が取り外された場合でも、切断痕等によって
、早期のうちに不正行為が行われたことを発見することができる。よって、万が一不正な
遊技制御プログラムが格納されたＲＯＭを有する遊技制御基板４０等にすりかえられた場
合でも、早期に発見して対処することができる。従って、その状態で遊技が行われて遊技
店が不利益を被ることを回避することができる。
【０１９５】
　また、特殊ネジ２８０ｄによって最初に固着がなされた後、何らかの理由（例えば、基
板を検査する目的）で取付封止片２３１ｄについての連接部２７０が切断された後、再度
取付状態を実現するためには、特殊ネジ２８０ｄがネジ止めされた状態である。
【０１９６】
　また、正規の理由で取付封止片２３１ｄにおける連接部２７０を切断した後、３回目の
特殊ネジ２８０ｃによる固着を実行した場合には、上部部材２８４が取付封止片２３１ｃ
の内部空間に閉じこめられているので、キャップ２９０ｃに設けられている開口２９１か
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ら何らかの工具を差し込んでも、その工具は、特殊ネジ２８０ｃに到達することはできな
い。つまり、不正に特殊ネジ２８０ｃによる固着を解除しようとしても、固着を解除する
ことは困難である。このことは、特殊ネジ２８０ａ、２８０ｂについても同様である。
【０１９７】
　そして、複数のうちいずれかの取付封止片２３１ａ～２３１ｄと固着部材２５５とを特
殊ネジ２８０ａ～２８０ｅにより固着することにより、基板ケース２００の取付封止片２
３１ａ～２３１ｄ側の端部における取付ベース２５０からの取り外し方向への移動（回動
）が規制されるとともに、基板ケース２００の取付封止片２３１ａ～２３１ｄ側へのスラ
イド移動も規制されるので、基板ケース２００の一端側に突出する係止片２３２、２３２
を取付ベース２５０の係止穴２６６、２６６から外すこと、つまり一辺側の係止の解除も
不可能な取付状態となる。更に、この取付状態では、取付ベース２５０の底板２５０ａの
ビス孔２５２は全て基板ケース２００に被覆され、取付ネジへの２５９へのアクセスも不
能となり、取付ベース２５０を筐体から取り外すことも不可能となる。
【０１９８】
　このようにして、取付側部材５１０が取り付けられた基板ケース２００は、取付ベース
２５０を介して筐体に固定され、取付封止片２３１ａ～２３１ｄまたは固着部材２５５を
破断しなければ、基板ケース２００を筐体の取付部である取付ベース２１５から取り外す
ことができない取付状態となる。この際、基板ケース２００を構成する下部ケース２０１
が、上部ケース２０２と取付ベース２５０との間に狭持された状態で、基板ケース２００
が取付ベース２５０に固着されるため、取付封止片２３１ａ～２３１ｄまたは固着部材２
５５を破断しなければ、下部ケース２０１に対して上部ケース２０２を開放して遊技制御
基板４０を取り出すことも不能化な封止状態とされていることになる。つまり、取付封止
片２３１ａ～２３１ｄと固着部材２５５との固着は、基板ケース２００を取付ベース２５
０に対して取り付ける取付状態と、下部ケース２０１と上部ケース２０２とを封止する封
止状態と、の双方を形成する。
【０１９９】
　また、上記のような特殊ネジ２８０による固着は、取付封止片２３１ａ～２３１ｄと固
着部材２５５との固着だけでなく、上部封止片２３０と下部封止片２３１とを固着して封
止状態を形成する際にも使用される。
【０２００】
　上部封止片２３０と下部封止片２１５とを特殊ネジ２８０ｅにより固着して下部ケース
２０１と上部ケース２０２とを封止状態で組み付ける場合、特に図示しないが、スクリュ
ードライバ等の工具で、特殊ネジ上部部材２８４を回転させることによってネジ部２８３
をネジ穴２５６に挿入させ、さらにスクリュードライバ等の工具を回転させて所定値を越
える捻れ荷重を上部部材２８４に加えて頭部２８５と上部部材２８４との間の連結部２８
７を切断する。よって、特殊ネジ２８０ｅによる固着を実行した場合には、上部部材２８
４が上部封止片２３０の内部空間に閉じこめられているので、キャップ２９０ｅに設けら
れている開口２９１から何らかの工具を差し込んでも、その工具は、特殊ネジ２８０ｅに
到達することはできない。つまり、不正に特殊ネジ２８０ｅによる固着を解除しようとし
ても、固着を解除することは困難となるため、下部ケース２０１または上部ケース２０２
を破壊しない限り封止状態を解除することができなくなる。
【０２０１】
　また、下部封止片２１５の内部において、プレート２５５ｃは、特殊ネジ２８０ｅの先
端がネジ穴２５６の底部に達したときに、プレート２５５ｃにおける穴部２５５ｂが括れ
部２８６に嵌り込むような位置に設置されている。なお、このとき、頭部２８５の下面は
、上部封止片２３０の底面に当接している。従って、特殊ネジ２８０ｅがネジ止めされた
ときに、括れ部２８６は、穴部２５５ｂに嵌り込んだ状態になる。すると、特殊ネジ２８
０ｅを何らかの手段で不正に外すことがより困難になる。
【０２０２】
　つまり、特殊ネジ２８０ｅ（具体的には、ネジ部２８３）を、ネジ止めしたときに回転
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させた方向と逆方向（この例では、反時計回り）に回転させても、括れ部２８６がプレー
ト２５５ｃで規制されて、ネジ部２８３は上方向に移動できない。つまり、プレート２５
５ｃは、特殊ネジ２８０ｅがネジ穴２５６に進入した後、ネジ穴２５６から離脱するよう
な方向に移動することを規制する。
【０２０３】
　このように、これら上部封止片２３０、下部封止片２１５、特殊ネジ２８０ｅは、上部
ケース２０２と下部ケース２０１とを開封不能な封止状態で組み付ける第２の組付固着手
段を構成しており、下部固着片２１３と上部固着片２０５とによる特殊封止状態を解除し
た後、再度上部ケース２０２と下部ケース２０１とを封止状態で組み付けることが可能と
されている。
【０２０４】
　また、取付側部材５１０が取り付けられた基板ケース２００が取付ベース２５０（筐体
）に対して取り外し不能に固定されると、図１８（ａ）に示すように、取付側部材５１０
の側片５１０ｄ、５１０ｄが取付ベース２５０の側壁２５０ｂ、２５０ｂの膨出部２６１
内面に当接し、狭持されて取付側部材５１０の両側片５１０ｄ、５１０ｄの外方への変形
が規制されるため、取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外すことが不可能とな
る。
【０２０５】
　次に、基板ケース２００の挿通孔２３４ａ、２３４ｂ及び取付側部材５１０における基
片５１０ａの切り欠き５１２を介して露呈する遊技制御基板４０の基板側コネクタ６２０
ａ、６２０ｂに対してケーブル６００ａのケーブル側コネクタ６１０ａ、ケーブル６００
ｄのケーブル側コネクタ６１０ｄをそれぞれ接続した後、これら基板側コネクタ６２０ａ
とケーブル側コネクタ６１０ａ、基板側コネクタ６２０ｄとケーブル側コネクタ６１０ｄ
を接続した状態で、図１７に示すように、コネクタカバー５２０の被覆部５２１でケーブ
ル側コネクタ６１０ａの上方を被覆するとともに、コネクタカバー５２０の係止筒５２２
を取付側部材５１０における係止孔部５１３の係止孔５１３ａに嵌入させる。これにより
係止筒５２２の係合部５２３、５２３は、係止孔５１３ａの内周に当接して内方に弾性変
形する。
【０２０６】
　この際、係合部５２３、５２３は、被覆部５２１でケーブル側コネクタ６１０ａを被覆
する位置とすると、自ずと係止孔５１３ａの内面に形成された係止溝５１４、５１４のう
ち浅溝部５１４ａ、５１４ａに位置決めされることとなり、係止筒５２２を更に嵌入し、
係合部５２３、５２３の先端の係止爪５２３ａ、５２３ａが係止溝５１４、５１４の浅溝
部５１４ａ、５１４ａに到達することで、図１６（ａ）に示すように、係合部５２３、５
２３の内方への弾性変形が開放され、係止爪５２３ａ、５２３ａがそれぞれ浅溝部５１４
ａ、５１４ａに係合し、係止筒５２２の上方への移動が規制されるとともに、被覆部５２
１の側面５２１ａと基板側コネクタ６２０ａ及びケーブル側コネクタ６１０ａの側面とが
当接して、係止筒５２２の係止孔部５１３に対する回転が規制されることにより、取付側
部材５１０とコネクタカバー５２０とが連結し、一体化されたコネクタ規制部材５００が
形成された状態となる。この状態では、係合部５２３、５２３が係止孔部５１３によって
被覆されるため、外部から係合部５２３、５２３を内方に弾性変形させることが不可能と
なり、コネクタカバー５２０または取付側部材５１０を破断しなければ、コネクタカバー
５２０を取付側部材５１０から取り外すことが不可能となる。
【０２０７】
　また、コネクタカバー５２０を取付側部材５１０に対して取り外し不能に取り付けると
、図１８（ａ）（ｂ）に示すように、被覆部５２１によってケーブル側コネクタ６１０ａ
の上面の一部が被覆され、ケーブル側コネクタ６１０ａの基板側コネクタ６２０ａからの
抜き方向への移動が規制され、ケーブル側コネクタ６１０ａの基板側コネクタ６２０ａか
らの抜脱が規制されるようになっている。
【０２０８】
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　このように、取付側部材５１０を基板ケース２００に取り付けた状態で、基板ケース２
００を筐体に対して固着した後、ケーブル側コネクタ６１０ａを基板側コネクタ６２０ａ
に接続し、その状態で基板側コネクタ６２０ａの一部を上方から被覆するようにして取付
側部材５１０に取り付けることによって、ケーブル側コネクタ６１０ａの基板側コネクタ
６２０ａからの抜脱が不能化されるようになっている。
【０２０９】
　次に、ケーブル側コネクタ６１０ａと基板側コネクタ６２０ａとの接続を解除する際の
状況について説明する。
【０２１０】
　ケーブル側コネクタ６１０ａと基板側コネクタ６２０ａとの接続を解除するには、取付
側部材５１０またはコネクタカバー５２０を破断してコネクタカバー５２０を取付側部材
５１０から取り外すか、基板ケース２００の取付封止片２３１ａ～２３１ｄまたは固着部
材２５５を破断して、基板ケース２００を取付ベース２５０から取り外し、コネクタカバ
ー５２０が取り付けられた状態のままの取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外
す必要がある。
【０２１１】
　例えば、ケーブル６００ａの故障などによりケーブル側コネクタ６１０ａを基板側コネ
クタ６２０ａから外す必要がある場合には、前者の方法で取り外し、基板の故障などによ
り基板ケース２００ごと交換する場合には、後者の方法で取り外せば良い。
【０２１２】
　まず、ケーブル６００ａを交換するにあたり、ケーブル側コネクタ６１０ａを基板側コ
ネクタ６２０ａから外す必要がある場合に、コネクタ規制部材５００を構成するコネクタ
カバー５２０を取付側部材５１０から取り外す方法について説明すると、最初に、ニッパ
ーなどの工具でコネクタカバー５２０の被覆部５２１と係止筒５２２とを繋ぐ接続片５２
２ａを破断する。これにより被覆部５２１が分離するとともに、係止筒５２２の係止孔部
５１３に対する回転が可能な状態となる。この状態で、係止筒５２２を、上面視反時計回
りに回転させることで、係合部５２３、５２３が係止溝５１４、５１４の浅溝部５１４ａ
、５１４ａから深溝部５１４ｂ、５１４ｂの位置に移動し、図１６（ａ）に示すように、
係止爪５２３ａ、５２３ａが浅溝部５１４ａ、５１４ａに係合している状態から、図１６
（ｂ）に示すように、係止爪５２３ａ、５２３ａと浅溝部５１４ａ、５１４ａの係合が解
除された状態となる。これにより、係止筒５２２の上方への移動が可能となり、図１６（
ｃ）に示すように、係止筒５２２を上方に引き抜くと、係止爪５２３ａ、５２３ａが深溝
部５１４ｂ、５１４ｂに係合するが、この状態では、係合部５２３、５２３が露呈するた
め、内方に弾性変形させることが可能となり、係合部５２３、５２３を内方に弾性変形さ
せることにより、係止爪５２３ａ、５２３ａと深溝部５１４ｂ、５１４ｂとの係合が解除
され、係止筒５２２を取付側部材５１０から取り外すことができ、これによりコネクタカ
バー５２０が取付側部材５１０から完全に分離し、コネクタカバー５２０によるケーブル
側コネクタ６１０ａの抜き方向の移動の規制も解除されるので、ケーブル側コネクタ６１
０ａと基板側コネクタ６２０ａとの接続を解除することができるようになる。
【０２１３】
　尚、コネクタカバー５２０を取付側部材５１０から取り外すと、被覆部５２１と係止筒
５２２とが破断し、一度破断すると元の状態とはならないため、ケーブル側コネクタ６１
０ａと基板側コネクタ６２０ａとの接続を解除した痕跡が残ることとなる。
【０２１４】
　次に、基板ケース２００ごと交換するにあたり、ケーブル側コネクタ６１０ａを基板側
コネクタ６２０ａから外す必要がある場合に、取付側部材５１０をコネクタカバー５２０
ごと基板ケース２００から取り外す方法について説明すると、最初に、ニッパーなどの工
具で固着部材２５５と固着されている基板ケース２００の取付封止片２３１ａ～２３１ｄ
を破断する。これにより、基板ケース２００の取付封止片２３１ａ～２３１ｄ側の端部に
おける取付ベース２５０からの取り外し方向への移動が可能となるので、係止片２３２、
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２３２と係止穴２６６との係合を解除する。これにより、基板ケース２００が取付ベース
２５０から取り外され、取付側部材５１０の側片５１０ｄ、５１０ｄを外方に変形するこ
とが可能な状態となり、取付側部材５１０からコネクタカバー５２０を取り外すことなく
、取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外すことが可能となり、これによりコネ
クタカバー５２０と一体化された状態で取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外
すことにより、コネクタカバー５２０によるケーブル側コネクタ６１０ａの抜き方向の移
動の規制も解除されるので、ケーブル側コネクタ６１０ａと基板側コネクタ６２０ａとの
接続を解除することができるようになる。
【０２１５】
　尚、この方法によっても取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外すためには、
固着部材２５５と固着されている基板ケース２００の取付封止片２３１ａ～２３１ｄを破
断する必要があり、一度破断すると元の状態とはならないため、ケーブル側コネクタ６１
０ａと基板側コネクタ６２０ａとの接続を解除した痕跡が残ることとなる。
【０２１６】
　また、この方法によれば、基板ケース２００の取付封止片２３１ａ～２３１ｄが破断さ
れ、固着部材２５５に残るが、取付側部材５１０からコネクタカバー５２０を取り外すこ
となく、取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外せるため、交換用に遊技制御基
板４０が収容された新たな基板ケース２００にコネクタカバー５２０が組み付けられた状
態の取付側部材５１０を取り付けることで、新たな基板ケース２００においてケーブル側
コネクタ６１０ａと基板側コネクタ６２０ａとの接続の解除が不能化されるとともに、新
しい固着部材２５５を取付ベース２５０に装着し、コネクタカバー５２０が組み付けられ
た状態の取付側部材５１０を取り付けた新たな基板ケース２００を取付ベース２５０に取
り付けて固着部材２５５と取付封止片２３１ａ～２３１ｄとを固着することで、再び取付
側部材５１０の取り外しが不可能な状態となり、ケーブル側コネクタ６１０ａと基板側コ
ネクタ６２０ａとの接続を解除した場合には、その痕跡を残せる状態となる。すなわちこ
のような場合には、取付側部材５１０とコネクタカバー５２０とを再利用することが可能
となる。
【０２１７】
　尚、本実施例では、取付側部材５１０の係止片５１１、５１１を外方に弾性変形させた
状態で、基板ケース２００の裏面に形成された係止溝５１４、５１４に係合させることで
、取付側部材５１０が基板ケース２００に取り付けられるとともに、取付側部材５１０が
取り付けられた基板ケース２００が取付ベース２５０（筐体）に対して取り外し不能に固
定されると、取付側部材５１０の側片５１０ｄ、５１０ｄが取付ベース２５０の側壁２５
０ｂ、２５０ｃの内面に当接し、狭持されて取付側部材５１０の両側片５１０ｄ、５１０
ｄの外方への変形が規制されるため、取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外す
ことが不可能となる構成であるが、例えば、取付側部材の一部を基板ケース２００の裏面
でネジや取り外し可能な係止ピンで固定するとともに、基板ケース２００を筐体（取付ベ
ース）に取り外し不能に取り付けた際に、これらネジや係止ピンが隠蔽される構造とし、
基板ケース２００を筐体に対して取り付けることで、取付側部材の基板ケース２００から
の取り外しが規制される構成としても良く、取付側部材を基板ケース２００に取り付けた
状態で、基板ケース２００を筐体に対して固着した後、取付側部材が基板ケース２００か
ら取り外せなくなる構成であれば、どのような構成を採っても良い。
【０２１８】
　また、本実施例では、ケーブル側コネクタ６１０ａと基板側コネクタ６２０ａとの接続
をコネクタ規制部材５００により規制するようになっていたが、基板側コネクタ６２０ｄ
とケーブル側コネクタ６１０ｄとの接続を別のコネクタ規制部材により規制するようにし
てもよい。
【０２１９】
　次に、コネクタ規制部材６５０の詳細な構造について説明する。
【０２２０】
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　図１９は、コネクタ規制部材６５０を構成する載置台６６０及びカバー部材６８０を示
す分解斜視図である。図２０は、載置台６６０に対してカバー部材６８０を組み付けた状
態を示す斜視図である。図２１（ａ）は、図２０のＧ－Ｇ断面図であり、図２１（ｂ）は
、図２０のＨ－Ｈ断面図である。
【０２２１】
　コネクタ規制部材６５０は、図１９及び図２０に示すように、前述した操作部中継基板
１１０を載置する載置台６６０と、載置台６６０を上方から被覆するカバー部材６８０と
、から構成され、載置台６６０に操作部中継基板１１０を収容した後、操作部中継基板１
１０の基板側コネクタ６２１ａ、６２２ｇ、６２２ｑに、それぞれに対応するケーブル６
００ａ、６０１ｇ、６０１ｑのケーブル側コネクタ６１１ａ、６１２ｇ、６１２ｑを接続
した後、カバー部材６８０をケース体６１０に取り付けることで、基板側コネクタ６２１
ａ、６２２ｇ、６２１ｑからのケーブル側コネクタ６１１ａ、６１２ｇ、６１２ｑの抜脱
が規制される。
【０２２２】
　載置台６６０は、透明な合成樹脂からなり、操作部中継基板１１０よりも大径の略長方
形状に成形されている。操作部中継基板１１０には、図１９に示すように、基板側コネク
タ６２１ａ、６２２ａ～６２２ｃ、６２２ｄ～６２２ｆ、６２２ｇ、６２２ｑが実装され
ており、載置台６６０の長辺側の両側面、及び短辺側の一方の側面には、操作部中継基板
１１０を載置した際に、操作部中継基板１１０において差し込み口が実装面と水平方向に
開口する基板側コネクタ６２２ａ～６２２ｃ、６２２ｄ～６２２ｆ、６２２ｇ、６２２ｑ
が位置する部位を避けて、外方に突出するように、係止孔６６１ｂを有する係止孔部６６
１がそれぞれ１つずつ接続片６６１ａを介して設けられている。係止孔６６１ｂの内周面
には、中心を挟んで対向する位置に中心向きの係止爪６６１ｃ、６６１ｃが１対形成され
ている。
【０２２３】
　カバー部材６８０は、透明な合成樹脂からなり、載置台６６０とほぼ同形状に成形され
ており、一方の長辺側には、操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２１ａに対応する
位置に手前に向かって膨出するカバー部６８１が、他方の長辺側には、操作部中継基板１
１０の基板側コネクタ６２２ａ～６２２ｃに対応する位置に手前側に向かって膨出するカ
バー部６８８、基板側コネクタ６２２ｑ、６２２ｇ、６２２ｄ～６２２ｆに対応する位置
に手前に向かって膨出するカバー部６８９がそれぞれ形成されている。
【０２２４】
　カバー部６８１の上面６８１ａには、ケーブル６００ａのケーブル側コネクタ６１１ａ
の長辺の長さよりも狭い、基板側コネクタ６２１ａに接続されたケーブル６００ａを逃が
すための切り欠き６８１ｂが外側の側面にかけて形成され、これにより、上面６８１ａの
両側端には、それぞれ被覆面６８１ｃ、６８１が形作られる。
【０２２５】
　カバー部６８８には、基板側コネクタ６２２ａ～６２２ｃに接続されたケーブル６０１
ａ、６０１ｂを逃がすための切り欠き６８２ａが形成されているとともに、カバー部６８
９には、基板側コネクタ６２２ｑに接続されたケーブル６０１ｑを逃がすための切り欠き
６８２ｂ、基板側コネクタ６２２ｇに接続されたケーブル６０１ｇを逃がすための切り欠
き６３２ｃ、基板側コネクタ６２２ｄ～ｆに接続されたケーブル６０１ｄ～ｆを逃がすた
めの切り欠き６８２ｄがそれぞれ形成されている。特に、基板側コネクタ６２２ｑ、６２
２ｇに接続されたケーブル６０１ｑ、６０１ｇを逃がすための切り欠き６８２ｂ、６８２
ｃは、ケーブル６０１ｇの長辺の長さよりも狭幅に形成されており、その両端には、カバ
ー部６８９から垂下する被覆片６８３、６８３、６８３がそれぞれ設けられている。
【０２２６】
　また、カバー部材６８０の長辺側の両側面、及び短辺側の一方の側面には、載置台６６
０の係止孔部６６１と対応する位置に、外方に突出するように、係止孔６６１ｂの内周面
とほぼ同径の係止筒６８４が接続片６８４ａを介して設けられている。係止筒６８４の外
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周面には、係止孔６６１ｂの内周に設けられた１対の係止爪６６１ｃと対応する箇所にそ
れぞれ係止孔６８４ａが形成されており、係止爪６６１ｃが係合できるようになっている
。
【０２２７】
　次に、載置台６６０とカバー部材６８０の取付状況について説明すると、まず、図１９
に示すように、載置台６６０に操作部中継基板１１０を載置し、基板側コネクタ６２１ａ
、６２２ａ～６２２ｃ、６２２ｄ～６２２ｆ、６２２ｇ、６２２ｑにそれぞれ対応するケ
ーブル側コネクタ６１１ａ、６１２ａ～６１２ｃ、６１２ｄ～６１２ｆ、６１２ｇ、６１
２ｑを接続する。これらケーブル側コネクタを基板側コネクタに接続した後、カバー部材
６８０を載置台６６０に対して取り付ける。
【０２２８】
　詳しくは、カバー部材６８０の係止筒６３４を載置台６６０の対応する係止孔部６６１
の係止孔６６１ｂに嵌入する。そして係止筒６３４を係止孔６６１ｂに押し込むことによ
り、係止孔６６１ｂ内の係止爪６６１ｃが係止筒６８４の係止孔６８４ａに係合する。こ
れにより、外方から係止爪６６１ｃと係止孔６８４ａとの係合を解除することが不可能な
状態となり、図２０に示すように、載置台６６０とカバー部材６８０とが、係止孔部６６
１または係止筒６３４を破断しなければ取り外し不能に組み付けられた状態となる。
【０２２９】
　そして、載置台６６０とカバー部材６８０とが組み付けられると、図２１（ａ）に示す
ように、操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２１ａに接続されたケーブル側コネク
タ６１１ａの両端部上面がカバー部材６８０の被覆面６８１ｃ、６８１ｃに被覆され、ケ
ーブル側コネクタ６１１ａの基板側コネクタ６２１ａからの抜き方向への移動が規制され
、ケーブル側コネクタ６１１ａの基板側コネクタ６２１ａからの抜脱が規制されるように
なっている。
【０２３０】
　載置台６６０とカバー部材６８０とが組み付けられると、図２１（ｂ）に示すように、
操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２２ｇに接続されたケーブル側コネクタ６１２
ｇの両端部上面、及び操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２２ｑに接続されたケー
ブル側コネクタ６１２ｑの両端部上面がカバー部材６８０の被覆片６８３、６８３、６８
３に被覆され、ケーブル側コネクタ６１２ｇの基板側コネクタ６２２ｇからの抜き方向へ
の移動及びケーブル側コネクタ６１２ｑの基板側コネクタ６２２ｑからの抜き方向への移
動が規制され、ケーブル側コネクタ６１２ｇの基板側コネクタ６２２ｇからの抜脱及びケ
ーブル側コネクタ６１２ｑの基板側コネクタ６２２ｑからの抜脱が規制されるようになっ
ている。
【０２３１】
　次に、ケーブル側コネクタ６１１ａと基板側コネクタ６２１ａとの接続、ケーブル側コ
ネクタ６１２ｇと基板側コネクタ６２２ｇとの接続及びケーブル側コネクタ６１２ｑと基
板側コネクタ６２２ｑとの接続を解除する際の状況について説明する。
【０２３２】
　ケーブル側コネクタ６１１ａと基板側コネクタ６２１ａとの接続、ケーブル側コネクタ
６１２ｇと基板側コネクタ６２２ｇとの接続及びケーブル側コネクタ６１２ｑと基板側コ
ネクタ６２２ｑとの接続を解除するには、ニッパーなどの工具でカバー部材６８０の係止
筒６８４を繋ぐ接続片６８４ａを破断する。これにより、カバー部材６８０の本体と係止
筒６８４とが分離して、カバー部材６８０を載置台６６０から取り外すことが可能となり
、カバー部材６８０を載置台６６０から取り外すことにより、被覆面６８１ｃ、６８１ｃ
によるケーブル側コネクタ６１１ａの抜き方向の移動の規制が解除されるとともに、被覆
片６８３、６８３、６８３によるケーブル側コネクタ６１２ｇの抜き方向の移動及びケー
ブル側コネクタ６１２ｑの抜き方向の移動の規制も解除されるので、ケーブル側コネクタ
６１１ａと基板側コネクタ６２１ａとの接続、ケーブル側コネクタ６１２ｇと基板側コネ
クタ６２２ｇとの接続及びケーブル側コネクタ６１２ｑと基板側コネクタ６２２ｑとの接
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続を解除することができるようになる。
【０２３３】
　尚、カバー部材６８０を載置台６６０から取り外すと、カバー部材６８０の本体と係止
筒６８４とが破断し、一度破断すると元の状態とはならないうえに、分離した係止筒６８
４が載置台６６０の係止孔部６６１の係止孔６６１ｂ内に残るため、ケーブル側コネクタ
６１１ａと基板側コネクタ６２１ａとの接続、ケーブル側コネクタ６１２ｇと基板側コネ
クタ６２２ｇとの接続及びケーブル側コネクタ６１２ｑと基板側コネクタ６２２ｑとの接
続との接続を解除した痕跡が残ることとなる。
【０２３４】
　次に、本発明の変形例としての基板ケース２００’について、図２２及び図２３に基づ
いて説明する。図２２は、本発明の変形例としての基板ケースを示す斜視図である。図２
３は、（ａ）は下部ケースに対して上部ケースをスライドさせる状況を示す要部拡大斜視
図であり、（ｂ）は下部ケースに対して上部ケースが係止された状態を示す要部拡大斜視
図である。
【０２３５】
　前記実施例の基板ケース２００では、下部ケース２０１に対して上部ケース２０２をス
ライド移動させることで、上部ケース２０２の一方の側壁２０２ｄに形成された係止片２
３２、２３２を、下部ケース２０１の側壁２０１ｃに形成された係止穴２１１、２１１に
差し込むことで、特殊固着部を構成する上部固着片２０５、２０５の上面側に下部固着片
２１３、２１３が対向して配置され、下部ケース２０１に対して上部ケース２０２が係止
されるようになっていたが、本変形例の基板ケース２００’では、下部ケース２０１に対
して上部ケース２０２をスライド移動させることで、上部ケース２０２の側壁２０２ｂ、
２０２ｂそれぞれの内面における長手方向の両端部に形成される係合片７１０（側壁２０
２ｂ、２０２ｂそれぞれの内面における長手方向の一端部に形成される係合片７１０のみ
図２３（ａ）に図示されている）が、下部ケース２０１の側壁２０１ｂ、２０１ｂに形成
された係合溝７１１（側壁２０１ｂ、２０１ｂそれぞれにおける長手方向の一端部に形成
される係合溝７１１のみ図２３（ａ）に図示されている）に係合されるとともに、上部固
着片２０５、２０５が、下部固着片２１３、２１３の上面に対向して配置され、この下部
固着片２１３、２１３の上面が、下部ケース２０１側に設けられた一対の係止爪７１２、
７１２により係止されるようになっている。
【０２３６】
　このように、特殊固着部を構成する上部固着片２０５、２０５と下部固着片２１３、２
１３とは、下部ケース２０１に対して上部ケース２０２が位置合わせされたときにおける
上下位置関係が前記実施例の基板ケース２００と反対とされてもよく、前記実施例と同様
の作用・効果が得られる。
【０２３７】
　また、環状凹溝２１４は、上部固着片２０５、２０５と下部固着片２１３、２１３との
対向面のうち少なくともいずれか一方に形成されていればよく、本変形例では、上部固着
片２０５、２０５の下面に形成されている。
【０２３８】
　また、前記実施例の基板ケース２００では、上部封止片２３０及び各取付封止片２３１
ａ～２３１ｄの上面開口を閉塞するキャップ２９０ａ～２９０ｅが、基板ケース２００と
は別個に設けられていたが、本変形例では、下部ケース２０１に、閉鎖状態において各取
付封止片２３１ａ～２３１ｄの上面開口を閉塞する閉塞部７００が一体的に形成されてい
る。該閉塞部７００は、閉鎖状態において各取付封止片２３１ａ～２３１ｄの上面開口を
閉塞する閉塞位置に配置される閉塞板７００ａを有し、閉塞板７００ａにおける各取付封
止片２３１ａ～２３１ｄの上面開口と対向する位置には、開口（操作穴）７０１がそれぞ
れ形成されている。
【０２３９】
　また、閉塞部７００は、各取付封止片２３１ａ～２３１ｄの連接部２７０側以外の側面
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を覆うように、一側方が開口する箱状に形成されているため、取付封止片２３１ａ～２３
１ｄへの不正行為等が困難とされている一方、透明な樹脂材にて取付封止片２３１ａ～２
３１ｄを透視可能に形成されていることで、取付封止片２３１ａ～２３１ｄに対する不正
行為が行われた可能性があることを目視にて確認できるようになっている。
【０２４０】
　また、基板ケース２００’では、閉鎖状態において、上部封止片２３０が下部封止片２
１５の下方に配置されるようになっている。また、上部封止片２３０の基部側には、特殊
ネジ２８０の代わりに、従来公知のワンウェイネジ７０４を収納するネジ収納部７０３が
設けられており、ワンウェイネジ７０４を使用しないときは、上部封止片２３０とは別個
に設けられたネジ収納部７０３内に収納できるようになっている。尚、このネジ収納部７
０３内に収納されたワンウェイネジ７０４は、閉鎖状態において、下部封止片２１５によ
りネジ収納部７０３からの逸脱が当接規制されるようになっている。
【０２４１】
　このように構成された本変形例の基板ケース２００’は、前記実施例の基板ケース２０
０と同様の作用・効果を奏する。
【０２４２】
　以上説明したように、前記実施例のスロットマシン１では、遊技の制御を行うメイン制
御部４１が設けられた遊技制御基板４０などの各種基板が搭載されており、これらの基板
には、遊技者による遊技の進行操作が可能なスイッチ類等からなる電子部品がケーブルを
介して接続されている。
【０２４３】
　これら電子部品と基板とを接続するケーブルは、遊技機の製造時における組み付け作業
や配線作業を容易にするため、一般的にコネクタでの接続を解除することで分離可能とさ
れている。また、電子部品は、機種変更の際等においても交換せずに継続使用する共通部
品であることからスロットマシンの本体に固設され、例えば遊技制御基板４０は、故障や
機種変更の際に交換されるものであるため、例えば遊技制御基板４０に設けられる基板側
コネクタからケーブル側コネクタを抜脱して接続を解除することで、遊技制御基板４０を
本体から容易に取り出して交換できるようになっている。
【０２４４】
　しかし、このように遊技制御基板４０と電子部品との配線接続をコネクタの抜脱により
容易に解除できる状態のままスロットマシンをメーカーから遊技店に出荷すると、例えば
遊技店において、基板側コネクタからケーブル側コネクタを抜脱し、これに替えていわゆ
る打ち込み器具等の不正な器具に接続されたケーブル側コネクタを基板側コネクタに容易
に接続することが可能となってしまう。
【０２４５】
　打ち込み器具とは、例えば上記各種電子部品から遊技制御基板４０に入出力される信号
を擬似的に再現した信号を遊技制御基板４０に入出力させることで、スロットマシンに設
けられた各種スイッチ等を操作することなく、ゲームを自動的に進行させることができる
ものである。従って、例えば遊技店等において、遊技制御基板４０に設けられた基板側コ
ネクタに接続されている正規なコネクタを抜脱し、これに替えて打ち込み器具に接続され
た不正なコネクタを接続して、各種信号を適宜タイミングで遊技制御基板４０に入出力し
て遊技を自動的に進行させることで、例えば特別役が当選した状態等を容易に設定するこ
とができる。よって、このような不正な打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に
設定したスロットマシンを、例えば遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するとい
った不正営業が実施された場合、遊技の公平性が損なわれる虞があった。
【０２４６】
　これに対して本実施例では、遊技制御基板４０と投入メダルセンサ３１との間のコネク
タ接続、すなわち遊技制御基板４０の基板側コネクタ６２０ａとケーブル６００ａのケー
ブル側コネクタ６１０ａとの接続、ケーブル６００ａのケーブル側コネクタ６１１ａと操
作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２１ａとの接続、操作部中継基板１１０の基板側
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コネクタ６２２ｇとケーブル６０１ｇのケーブル側コネクタ６１２ｇとの接続についてこ
れらコネクタ同士の接続の解除を、コネクタ規制部材５００及びコネクタ規制部材６５０
によって規制するようになっている。これにより、遊技制御基板４０と投入メダルセンサ
３１との間のいずれかのコネクタを不正な打ち込み器具等のコネクタに差し替えて接続し
、遊技制御基板４０のメイン制御部４１にゲームの進行に関わる不正な信号を入出力させ
るといった不正行為を行うことが困難となるため、例えば、打ち込み器具などを接続して
、ボーナスが当選した状態としたスロットマシンを開店時に提供するといった不正営業の
実施等を効果的に防止できる。
【０２４７】
　また、遊技制御基板４０とドア開放検出スイッチ２５との間のコネクタ接続、すなわち
遊技制御基板４０の基板側コネクタ６２０ａとケーブル６００ａのケーブル側コネクタ６
１０ａとの接続、ケーブル６００ａのケーブル側コネクタ６１１ａと操作部中継基板１１
０の基板側コネクタ６２１ａとの接続、操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２２ｑ
とケーブル６０１ｑのケーブル側コネクタ６１２ｑとの接続についてこれらコネクタ同士
の接続の解除を、コネクタ規制部材５００及びコネクタ規制部材６５０によって規制する
ようになっている。これにより、遊技制御基板４０とドア開放検出スイッチ２５との間の
いずれかのコネクタ同士の接続を解除することが困難となるため、前面扉２ｂの開放され
た旨の報知がされない状態で、前面扉２ｂが開放されてしまうことを効果的に防止できる
。
【０２４８】
　また、遊技制御基板４０と投入メダルセンサ３１との間のコネクタ接続または遊技制御
基板４０とドア開放検出スイッチ２５との間のコネクタ接続を解除するためには、基板ケ
ース２００の取付封止片２３１ａ～２３１ｄやコネクタカバー５２０の接続片５２２ａ、
カバー部材６８０の接続片６８４ａを破断しなければならず、これにより、遊技制御基板
４０と投入メダルセンサ３１との間のコネクタ接続または遊技制御基板４０とドア開放検
出スイッチ２５との間のコネクタ接続が１つでも解除されると、その痕跡が残るとともに
、その痕跡を消すことはきわめて困難であるため、上記不正営業や前面扉２ｂの開放され
た旨の報知がされない状態での前面扉２ｂの開放をより効果的に抑制することができる。
【０２４９】
　また、本実施例では、遊技制御基板４０と投入メダルセンサ３１との間及び遊技制御基
板４０とドア開放検出スイッチ２５との間に中継基板が１つのみであるが、複数の中継基
板を経由する場合には、その間に存在するコネクタ接続全てについて抜脱を規制すること
が好ましく、このようにすることで遊技制御基板４０と投入メダルセンサ３１との間また
は遊技制御基板４０とドア開放検出スイッチ２５との間のいずれかのコネクタの接続を解
除することが困難となるため、上記不正営業や前面扉２ｂの開放された旨の報知がされな
い状態での前面扉２ｂの開放をより効果的に防止できる。
【０２５０】
　また、本実施例では、ゲームの進行に応じて遊技制御基板４０に対して信号を入力する
第１の電子部品５、６、７、８、３１、３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒ、３５及びゲームの進行
に応じて遊技制御基板４０から信号が出力される第２の電子部品３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒ
、３４のうち、投入メダルセンサ３１と遊技制御基板４０との間のコネクタ接続のみコネ
クタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制している。すなわちその信号がな
ければ遊技を進行させることができない投入メダルセンサ３１（投入メダルセンサ３１か
らの信号が入力されなければ賭数を設定できずゲームを開始することが不可能となる）と
遊技制御基板４０との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接
続の解除を規制しており、他の電子部品と遊技制御基板４０との間でコネクタ同士の接続
を解除して打ち込み器具のコネクタに差し替えた場合でも、実質的に遊技を自動的にゲー
ムを進行させることができなくなるため、最小限の規制で不正行為を防止することが可能
となり、これらコネクタ同士の接続を解除するための部品点数を減らすことができる。
【０２５１】
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　尚、本実施例では、投入メダルセンサ３１と遊技制御基板４０との間のコネクタ接続の
みコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制しているが、スタートスイ
ッチ７と遊技制御基板４０との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ
同士の接続の解除を規制するようにしても同様の効果が得られる。また、本実施例のよう
にリールの回転開始後、リールの停止操作がなされるまでリールが停止する構成でないも
のであれば、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒのいずれかと遊技制御基板４０との間の
コネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制するように
しても同様の効果が得られる。
【０２５２】
　また、本実施例では、メイン制御部４１とゲームの進行上必要な信号の入出力が行われ
る複数の電子部品及びドア開放検出スイッチ２５とを接続する複数の信号線が、遊技制御
基板４０と操作部中継基板１１０との間では１本のケーブル６００ａで接続されているた
め、遊技制御基板４０の基板側コネクタ６２０ａとケーブル側コネクタ６１０ａとのコネ
クタ接続、すなわち１カ所のコネクタ接続のみ接続の解除を規制することで、複数の信号
線同士の接続の解除を規制することが可能となり、これらコネクタ接続の解除を規制する
ための部品を複数用意する必要がなく、これらの部品点数を削減できる。
【０２５３】
　尚、メイン制御部４１とゲームの進行上必要な信号の入出力が行われる複数の電子部品
及びドア開放検出スイッチ２５とを接続する複数の信号線が、複数のケーブルを介して接
続される場合でも、基板側コネクタを近接する位置に配置するとともに、１つの部品でこ
れら複数の基板側コネクタと複数のケーブル側コネクタとの接続の解除を規制することで
、これらコネクタ接続の解除を規制するための部品を複数用意する必要がなく、これらの
部品点数を削減できる。
【０２５４】
　また、本実施例では、遊技制御基板４０と操作部中継基板１１０とを接続するケーブル
６００ａのケーブル側コネクタ６１１ａと操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２１
ａとの接続の解除、操作部中継基板１１０と投入メダルセンサ３１とを接続するケーブル
６０１ｇのケーブル側コネクタ６１２ｇと操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２２
ｇとの接続の解除、操作部中継基板１１０とドア開放検出スイッチ２５とを接続するケー
ブル６０１ｑのケーブル側コネクタ６１２ｑと操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６
２２ｑとの接続の解除が、１つのコネクタ規制部材６５０によって、同時に規制されるの
で、これら複数のコネクタ接続の解除を規制するための部品を複数用意する必要がなく、
これらの部品点数を削減できる。
【０２５５】
　また、本実施例では、取付側部材５１０とコネクタカバー５２０とからなるコネクタ規
制部材５００を基板ケース２００に取り付けることで、当該基板ケース２００に収容され
た遊技制御基板の基板側コネクタ６２０ａとケーブル側コネクタ６１０ａとの抜脱が規制
されるとともに、この状態で基板ケース２００を取付ベース２５０に取り付けて固着部材
２５５と取付封止片２３１ａ～２３１ｄとを固着することで、基板ケース２００からのコ
ネクタ規制部材５００の取り外しが規制されることになり、基板ケース２００の取付封止
片２３１ａ～２３１ｄを破断して基板ケース２００と筐体（取付ベース２５０）との固着
を解除するか、取付側部材５１０またはコネクタカバー５２０の取り付け状態を解除しな
ければ、基板側コネクタ６２０ａからケーブル側コネクタ６１０ａを抜脱できない状態と
なる。すなわち取付封止片２３１ａ～２３１ｄの破断、または接続片５２２ａの破断とい
う痕跡を残さなければケーブル側コネクタ６１０ａを抜脱することができない状態となり
、痕跡を残さずに打ち込み器具などの不正器具を接続したり、コネクタの接続解除するこ
とができなくなるため、不正が行われた可能性があることを確実に発見することができる
ようになる。
【０２５６】
　また、故障などにより遊技制御基板４０を収容した基板ケース２００ごと遊技制御基板
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４０を交換する場合には、取付封止片２３１ａ～２３１ｄを破断して基板ケース２００と
筐体（取付ベース２５０）との固着を解除すれば、コネクタ規制部材５００を基板ケース
２００から取り外してケーブル側コネクタ６１０ａを基板側コネクタ６２０ａから抜脱可
能となるため、無駄にコネクタ規制部材５００を破壊したり、基板ケース２００を破壊し
て開封することなく基板側コネクタ６２０ａからケーブル側コネクタ６１０ａを分離させ
ることができる。
【０２５７】
　また、コネクタ規制部材５００を取付側部材５１０とコネクタカバー５２０とから構成
し、取付側部材５１０を基板ケース２００に取り付けた後、ケーブル側コネクタ６１０ａ
を基板側コネクタ６２０ａに接続し、その状態で基板側コネクタ６２０ａの一部を上方か
ら被覆するようにして取付側部材５１０に取り付けることによって、ケーブル側コネクタ
６１０ａの基板側コネクタ６２０ａからの抜脱が不能化されるようになっており、ケーブ
ル側コネクタ６１０ａを基板側コネクタ６２０ａに接続した後、基板側コネクタ６２０ａ
の周辺に位置する取付側部材５１０の係止孔部５１３の係止孔５１３ａにコネクタカバー
５２０の係止筒５２２を嵌入し、コネクタカバー５２０を取付側部材５１０に取り付ける
のみで、コネクタカバー５２０によりケーブル側コネクタ６１０ａの一部が被服され、ケ
ーブル側コネクタ６１０ａの抜き方向への移動が規制されるので、ケーブル側コネクタ６
１０ａの基板側コネクタ６２０ａに対する抜脱を規制するにあたり、その組み付け作業を
軽減できる。
【０２５８】
　また、遊技制御基板４０が基板ケース２００に収容された状態であっても、そのままの
状態でケーブル側コネクタ６１０ａを基板側コネクタ６２０ａに接続し、その後コネクタ
カバー５２０を取り付けるのみで良く、このような場合には、ケーブル側コネクタ６１０
ａの基板側コネクタ６２０ａに対する抜脱を規制するにあたり、その組み付け作業を一層
効果的に軽減できる。
【０２５９】
　また、コネクタカバー５２０は、ケーブル側コネクタ６１０ａと基板側コネクタ６２０
ａとの接続部分全体を被覆するのではなく、ケーブル側コネクタ６１０ａの抜き方向側の
一部のみを被覆する構成であるため、ケーブル側コネクタ６１０ａの基板側コネクタ６２
０ａに対する抜脱を確実に規制できるばかりでなく、コネクタカバー５２０の製造に必要
な材料が少なく済む。
【０２６０】
　また、コネクタカバー５２０は、取付側部材５１０に対して１カ所の係止筒５２２のみ
で取り付けられるので、コネクタカバー５２０及び取付側部材５１０の構造を簡素化でき
ることから好ましいが、コネクタカバー５２０に係止筒５２２を複数箇所設けるとともに
、取付側部材５１０にもそれぞれ対応する箇所に係止孔５１３ａを設け、コネクタカバー
５２０を複数箇所で取付側部材５１０に対して取り付けるようにしても良く、このように
することで、ケーブル側コネクタ６１０ａの基板側コネクタ６２０ａに対する抜脱をより
強固に規制することができる。更にこの場合には、ケーブル側コネクタ６１０ａと基板側
コネクタ６２０ａとの接続部分を跨ぐ複数箇所でコネクタカバー５２０を複数箇所で取付
側部材５１０に対して取り付けることが好ましく、このようにすれば、ケーブル側コネク
タ６１０ａの基板側コネクタ６２０ａに対する抜脱を更に強固に規制することができる。
【０２６１】
　また、コネクタカバー５２０が取付側部材５１０に対して１カ所の係止筒５２２のみで
取り付けられるが、コネクタカバー５２０の一方の側壁には、取付側部材５１０の基片５
１０ａの表面に当接するリブ５２１ｂ、５２１ｂが形成されており、コネクタカバー５２
０の移動が規制されるため、ケーブル側コネクタ６１０ａの基板側コネクタ６２０ａに対
する抜脱を確実に規制することができる。
【０２６２】
　また、取付側部材５１０の基片５１０ａから延設される両端部には、内向きの係止片５
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１１、５１１がそれぞれ形成されており、係止片５１１、５１１を外方に弾性変形させた
状態で、基板ケース２００に組み付けて基板ケース２００の裏面に形成された係止溝５１
４、５１４に係合させることで、取付側部材５１０が基板ケース２００に取り付けられる
ようになっているため、コネクタ規制部材５００を基板ケース２００に取り付けるにあた
り、ネジやピンなどの他の部材を用いることなく取り付けることができるので、部品点数
を削減できる。
【０２６３】
　また、コネクタ規制部材５００を構成する取付側部材５１０を基板ケース２００に取り
付けた際に、取付側部材５１０の基片５１０ａ、上片５１０ｃ、５１０ｃの基板ケース２
００に対する対向面が上部ケース２０２における段部２０３ｂの上面及び凹部２０３ｆの
底面にそれぞれ当接するようになっており、コネクタ規制部材５００と基板ケース２００
の表面との間に不正部品などが取り付けられることを効果的に防止することができる。
【０２６４】
　また、コネクタ規制部材５００を構成する取付側部材５１０及びコネクタカバー５２０
は、ともに透明な合成樹脂材にて構成されているため、基板ケース２００内の視認性がコ
ネクタ規制部材５００により損なわれることがないので、遊技制御基板４０の監視に支障
をきたすことがない。また、コネクタ規制部材５００と基板ケース２００との隙間に不正
部品が取り付けられた場合でも容易に発見することが可能となる。
【０２６５】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、本発明はこの実施例に限定される
ものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含
まれることは言うまでもない。
【０２６６】
　例えば、前記実施例では、下部ケース２０１の下部固着片２１３、２１３と上部ケース
２０２の上部固着片２０５、２０５または上部封止片２３０と下部封止片２１５とを固着
（溶着）することで、上部ケース２０２と下部ケース２０１との開放を不能化するととも
に、上部ケース２０２の上部固着片２３０または取付封止片２３１ａ～２３１ｄと下部ケ
ース２０１の固着部材２５５とを固着することで、基板ケース２００のスロットマシン本
体からの取り外しを不能化するようになっている。すなわち上部ケース２０２と下部ケー
ス２０１との開放を不能化するための組付固着手段と、基板ケース２００のスロットマシ
ン本体からの取り外しを不能化するための取付固着手段と、を別個に有しているが、上部
ケース２０２の上部固着片２３０または取付封止片２３１ａ～２３１ｄと下部ケース２０
１の固着部材２５５とは、互いに固着されることで、上部ケース２０２と下部ケース２０
１との開放が不能化され、かつ基板ケース２００のスロットマシン本体からの取り外しが
不能化される構成、すなわち共通の固着手段で上部ケース２０２と下部ケース２０１との
開放が不能化され、かつ基板ケース２００のスロットマシン本体からの取り外しが不能化
される。
【０２６７】
　従って、例えば、取付封止片２３１ａ～２３１ｄのみを有し、取付封止片２３１ａ～２
３１ｄと固着部材２５５とを固着することで上部ケース２０２と下部ケース２０１との開
放が不能化され、かつ基板ケース２００のスロットマシン本体からの取り外しが不能化さ
れる構成としても良い。
【０２６８】
　前記実施例では、下部ケース２０１の下部固着片２１３と上部ケースの上部固着片２０
５は、互いに板状に形成されていたが、下部ケース２０１と上部ケース２０２とが閉鎖位
置に位置合わせされたときに互いに対向する対向面を有していれば、その形状は板状のも
のに限定されるものではない。
【０２６９】
　また、下部ケース２０１の下部固着片２１３と上部ケースの上部固着片２０５は熱可塑
性樹脂にて構成されていたが、溶着可能な材質であれば、熱可塑性樹脂に限定されるもの



(46) JP 5361215 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

ではない。
【０２７０】
　前記実施例では、下部ケース２０１と上部ケース２０２とを封止状態とするための固着
部としての、下部ケース２０１の下部固着片２１３と上部ケースの上部固着片２０５とは
、溶着により固着（かしめ）されていたが、封止状態を解除する際に、下部ケース２０１
及び上部ケース２０２双方に破壊された痕跡が残りうるようになっていれば、特殊ネジ２
８０ａ、ワンウェイネジや係止ピン等の固着部材や、接着剤等の固着部材を介して固着さ
れるようにしてもよい。
【０２７１】
　また、基板ケース２００を取付ベース２５０に固着して取り付ける取付固着手段として
、取付封止片２３１ａ～２３１ｄと固着部材２５５とを、これら部位とは別個に設けられ
た固着部材である特殊ネジ２８０ａ～２８０ｅを介して固着して取り付けていたが、取付
封止片２３１ａ～２３１ｄと固着部材２５５との対向面を、溶着や接着剤等により固着し
てもよい。
【０２７２】
　前記実施例では、基板カバー２４０は、遊技制御基板４０の裏面における固着部側の端
部側のみを被覆可能に配置されていたが、下部ケース２０１に対して上部ケース２０２を
係止した閉鎖状態において、下部ケース２０１と上部ケース２０２との対向面が外方に露
呈される箇所、つまり遊技制御基板４０の裏面における、下部ケース２０１の側壁がない
開口部側近傍を被覆可能に配置されれば、必ずしも下部ケース２０１と上部ケース２０２
との固着部側に配置されていなくてもよい。
【０２７３】
　前記実施例では、コネクタ規制部材５００を基板ケース２００に取り付けることによる
コネクタの抜脱を規制する方法を、遊技制御基板４０と操作部中継基板１１０とを接続す
るケーブル６００ａ及び遊技制御基板４０と演出中継基板８０とを接続するケーブル６０
０ｄと、遊技制御基板４０とのコネクタ接続に適用しているが、その他のコネクタ接続に
適用しても良い。
【０２７４】
　前記実施例では、コネクタ同士の接続の解除を規制する方法について説明しているが、
例えば、投入メダルセンサ３１やスタートスイッチ７などのゲームの進行上必要な信号の
入出力を行う電子部品と、これら電子部品とケーブルとの接続箇所に対して、外部からア
クセス不能に被覆する被覆部材を取り付けることが好ましく、このようにすることで、ゲ
ームの進行上必要な信号の入出力を行う電子部品とケーブルとの接続箇所に対して打ち込
み器具などの不正器具が取り付けられてしまうことを防止できる。また、これら電子部品
とケーブルとの接続箇所を被覆する被覆部材を取り外した際に、その痕跡が残る構造（被
覆部材の一部を破壊しなければ取り外せない構造など）とすることが好ましく、このよう
にすることで、不正器具が取り付けられた痕跡を残すことが可能となり、事後に不正行為
があった可能性を把握できる。
【０２７５】
　前記実施例では、コネクタ規制部材５００を基板ケース２００と別体に構成し、基板ケ
ース２００を取付ベース２５０から取り外すことで、基板ケース２００からコネクタ規制
部材５００を取り外し、コネクタの抜脱の規制を解除できるようになっているが、例えば
、コネクタ規制部材５００を一度基板ケース２００に取り付けた場合には、基板ケース２
００またはコネクタ規制部材５００の一部を破壊しなければ、コネクタ規制部材５００を
基板ケース２００から取り外してコネクタの抜脱の規制を解除できないようにしても良い
。
【０２７６】
　前記実施例では、コネクタ規制部材５００を取付側部材５１０とコネクタカバー５２０
とから構成し、取付側部材５１０を基板ケース２００に対して取り付けた後、基板側コネ
クタにケーブル側コネクタを接続した状態で、コネクタカバー５２０を取付側部材５１０
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に装着することで、コネクタの抜脱が規制されるようになっているが、基板側コネクタに
ケーブル側コネクタを接続した状態で、最初から一体化されたコネクタ規制部材５００を
基板ケース２００に取り付けることでコネクタの抜脱が規制されるようにしても良い。
【０２７７】
　前記実施例では、基板ケースに収容された基板の基板側コネクタとケーブル側コネクタ
の接続の解除を規制する方法として、コネクタ規制部材５００を用いた例を説明したが、
他の方法であっても良い。
【０２７８】
　前記実施例では、基板ケース２００を構成する下部ケース２０１及び上部ケース２０２
の封止や、基板ケース２００の取付ベース２５０に対する固着を特殊ネジ２８０ａ～２８
０ｅを用いて行っているが、ワンウェイネジや、一度取り付けると取り外し不可となる係
止ピンを用いるなど、他の部材を用いて行っても良い。
【０２７９】
　前記実施例では、回路基板の一例としての遊技制御基板４０を収納する下部ケース２０
１と上部ケース２０２とを開放不能な封止状態とすることができるとともに、取付ベース
２１５に対して取り外し不能な取付状態とすることができる基板ケース２００について説
明したが、遊技制御基板４０以外の演出制御基板９０等をこのような基板ケース２００に
収納してスロットマシン１に取り付けるようにしてもよい。
【０２８０】
　前記実施例では、上部ケース２０２の係止片２３２を下部ケース２０１に挿通して係止
するための組付係止切欠として係止穴２１１が適用され、また、上部ケース２０２の係止
片２３２を取付ベース２１５に挿通して係止するための取付係止切欠として係止穴２６６
が適用されていたが、これら組付係止切欠や取付係止切欠は、上部ケース２０２の係止片
２３２を挿通して係止できる係止部であれば、上記実施例のような係止穴でもよいし、あ
るいは切欠溝等であってもよい。
【０２８１】
　前記実施例では、遊技機の一例としてスロットマシン１が適用されていたが、パチンコ
遊技機等の他の遊技機であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２８２】
【図１】本発明が適用された実施例のスロットマシンの正面図である。
【図２】スロットマシンの構成を示すブロック図である。
【図３】遊技制御基板と該遊技制御基板に接続される遊技用電子部品との配線接続状態を
示す概略図である。
【図４】基板ケースの構成を示す分解斜視図である。
【図５】基板ケースを示す斜視図である。
【図６】基板ケースの上部ケース及び下部ケースの要部を示す斜視図である。
【図７】（ａ）は基板ケースの係止部を示す拡大斜視図であり、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ
断面図である。
【図８】基板ケースを示す平面図である。
【図９】図８のＢ－Ｂ断面図である。
【図１０】図８のＣ－Ｃ断面図である。
【図１１】基板ケース及び基板ケースをスロットマシンの本体に取り付けるための取付ベ
ースを示す分解斜視図である。
【図１２】基板ケースが取付ベースに取り付けられた状態を示す斜視図である。
【図１３】図１２のＤ－Ｄ断面図である。
【図１４】封止状態を解除した状態を示す図である。
【図１５】コネクタ規制部材を構成する取付側部材及びコネクタカバーの要部拡大斜視図
である。
【図１６】（ａ）は図１５のＥ－Ｅ断面図であり、（ｂ）（ｃ）は、図１５のＦ－Ｆ断面
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【図１７】基板ケースを取付ベースに組み付け、更に取付側部材に対してコネクタカバー
を装着した状態を示す斜視図である。
【図１８】（ａ）は図１７のＧ－Ｇ断面図であり、（ｂ）は、図１７のＨ－Ｈ断面図であ
る。
【図１９】コネクタ規制部材６５０を構成する載置台６６０及びカバー部材６８０を示す
分解斜視図である。
【図２０】載置台６６０に対してカバー部材６８０を組み付けた状態を示す斜視図である
。
【図２１】図２０のＧ－Ｇ断面図であり、図２１（ｂ）は、図２０のＨ－Ｈ断面図である
。
【図２２】本発明の変形例としての基板ケースを示す斜視図である。
【図２３】（ａ）は下部ケースに対して上部ケースをスライドさせる状況を示す要部拡大
斜視図であり、（ｂ）は下部ケースに対して上部ケースが係止された状態を示す要部拡大
斜視図である。
【符号の説明】
【０２８３】
１　　　スロットマシン
４０　　遊技制御基板
２００　基板ケース
２０１　下部ケース
２０２　上部ケース
２０５　上部固着片
２１３　下部固着片
２１４　環状凹溝
２１５　下部封止片
２３０　上部封止片
２３１ａ～２３１ｄ　取付封止片
２４０　基板カバー
２５０　取付ベース
２８０ａ～２８０ｅ　特殊ネジ
２９０ａ～２９０ｅ　キャップ
５００　コネクタ規制部材
５２０　コネクタカバー
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２３】
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